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第３回「経営の法人化で拓く構造改革に係る有識者懇談会」議事録  
   
 日 時：平成１４年９月２日（月） １３：３０～１７：００  
 場 所：農林水産省第二特別会議室  
   
   
○岸座長 それでは、予定の時刻がまいりましたので、これから、「経営の法人化
で拓く構造改革に係る有識者懇談会」の第３回の会を始めたいと思います。本日は
能見委員が所用のためご欠席でございます。それでは初めに今日の配付の資料、そ
れから会のすすめ方につきまして佐藤構造改善課長からご説明をお願いしたいと思
います。  
   
＜佐藤構造改善課長説明＞  
   
○岸座長 それではまず５ページになりますけれども、本日は農業生産法人制度の
あり方についてのところから、ご議論頂きます。  
○楜澤委員 この前の議論の時にもお話ししたんですけども、議論の出発点には、



地域の農業者の方々から、共同経営の一環として株式会社形態をとれないか、とい
う要請があったと聞いています。  
      したがって、議論の出発点としては、地域の農業者の共同経営という
ことが前提にあって、共同という社会的な実態に株式会社という法制度が適合的か
どうか、そういう観点から、これまで議論がなされてきたと理解しています。９２
年の新政策では、株式会社一般に農地取得を認めることは投機及び資産保有目的で
の農地取得を行うおそれがあることから適当ではないと結論図けられ、９８年の食
料・農業・農村基本問題調査会答申答申においては、土地利用型農業の経営形態と
しての株式会社一般に農地取得を認めることは合意は得がたいとされました。これ
を受けた同年の農政改革大綱においては、地域に根ざした農業者の共同体である農
業生産法人の一形態としての株式会社という理論のスジで、これに農地取得を認め
るという結論に至っています。  
      こういう前提にありながら、株式会社一般が農業生産法人になれるか
どうかという形で議論をもし今回するのであれば、今までの議論の整理というもの
が台無しになってしまうのではないかということをまず申し述べます。  
   
○田代委員 ９８年の、地域に根ざした農業者の共同体である農業生産法人の一形
態としての株式会社形態を認めるという結論を踏まえ、２０００年の農地法の改正
の前段の農業生産法人制度の検討会では、農業者の共同体での農業生産法人という
枠の中での規制をギリギリのところまで緩和したということであった。今回、もし
農業生産法人制度について更に見直しあるいは規制緩和するとすれば、まさにそれ
は農地耕作者主義に基づく農業生産法人、あるいはこの農業者の共同体である農業
生産法人という枠を超えることになるのではないかと思います。こういうことにな
ってくると、これはかなり大きな議論で、前回の新基本法なり、農業生産法人制度
検討会のとき以上の体制で、根本から見直す必要があるんじゃないかとそういう主
旨でございます。ただ、だからといってこの場でもって全然議論しないということ
ではなくて、個々の論点についてはまた発言する用意がございますけれども。  
○本間委員 お２方、現在のその耕作者主義に基づいた農地制度のあり方というと
ころから出発しているんだと思いますね。ただ、状況といいますか、農業を取り巻
く環境の変化に視点を置く必要もあろうかと思います。あまり大きな話はする気は
ないんですが、例えば対外的にはＷＴＯで農業交渉が進展していて、来年の３月に
は枠組みの決定まで行く。枠組みの決定というのは、具体的には数値の書き込みが
行われるという状況になる。ウルグアイラウンドの枠組みというのは、長期的な改
革過程ということを目指しているわけで、簡単にいえば米を含めた関税の引き下げ
交渉がこれから激化してくる。そういう中で日本農業、特に土地利用型農業をどう
するのかと、そういう視点で考える時期に来ていると思うんですね。そういう意味
では継続性といいますか、議論の延長として考えていくことも大事なんだけれど
も、そうした根本的な変革というものを考える場合に、農地法における耕作者主
義、それを根本的に考え直すということで、当然農業生産法人のあり方についての
ある意味で１８０度これまでとは違う展開も有り得るのではないだろうかと思いま
す。どうも一番始めに耕作者主義という非常に大きな話をして、この段階において
農業生産法人のあり方ということで、これまでの延長といいますか今まである制度
をどう手直ししていくのかという話に私に言わせれば矮小化していくような印象を
非常に受けるわけで、この間にどういう風に議論をすすめて会議の結論を得ていく
のかと私自身ちょっと考え倦ねているところです。  
○岸座長 これは最後に提案をしたいと思っているんですけれども、二つちょっと
次元が違う話ですね、ごちゃごちゃに議論してもしょうがないんで、この次の段階
では委員の方で議論を少し整理して頂いて、別々にまとめをやってもらいたい、最
後に提案しようと思っているんですが、一応そういうようなことがあるということ
で、この場は自由にご議論して頂くということで、進めていってよろしいですか。
最後に提案しようと思っていたわけなんですけれども。神門さんこのようなことに
ついてどうですか。  
○神門委員 この間から言っていることとの繰り返しになりますけれども、議論の
すすめ方が従来の所有規制ですね、これを農水省としては多分緩和したいんだと思
うんですけど、緩和しようかとそういうふうな話になっていると思うんですね。ま
た前の話に戻るのかという、顰めっ面されるかもしれませんけれども、これまでど
おり所有者規制のまんまで行くのかどうかというところをはっきりさせないことに
は、実は今日先生がいわれたとこに議論が終わっちゃう危険性もあると思うんです
よ。ちなみに韓国なんかの例だと、所有規制から利用規制へというふうなそういっ



たものとセットの形で農業法人の導入というようなこともやってきているわけであ
って、そういう方向での議論というのはできないもんですかね。  
○岸座長 原田さんいかがですか。  
○原田委員 今のことに特にということではないんですが、先ほど岸座長がおっし
ゃったことを確認させて頂きたい。要するに一方では、前回までやったような耕作
者主義をどうするのか、その中で所有から利用への転換ということをどう考える
か、これはどのような枠組みのレベルで言っているのかわからないところがありま
すけれども、そういうところも含めて原理原則に関わることがらをきちっと議論し
て、それなりの論点を出すという話が一つの柱としてあります。他方、先ほどの座
長のお話ですと、そこからちょっと横へ降りたところで、もう一つ柱がある。つま
り、本間さんがおっしゃったようなこの１～２年での、あるいはこれから先も含め
れば３～４年の間でも、非常に急速な変化がある。その下で、原理原則の問題を直
ちに処理できないとしても、可能な制度改正、よりよい方向に向かうものとして何
があるかという議論を、もちろん意見は違うかもしれないけれども議論してみよう
と。この二つを分けてやろうというご提案だったと理解してよろしいわけですか。
（座長頷き）そうですか。おそらくそうでないと、とくに後者の方の議論はなかな
か進まないだろうというふうに私も思っております。というのは、これは確か第一
回目で本間さんがおっしゃったかもしれませんが、そもそも耕作者主義はいらない
と。とすれば農業生産法人という制度もいらない。とすればその法人制度の具体的
な改革を議論する余地はないので、無意味な議論になります。こういうスタンスも
有り得るということをおっしゃったわけですね。今の神門さんのお話しでも原理原
則をはっきりさせなければそこから先へ進めないということになってしまうんです
が、おそらくここで議論して欲しいというふうに提案された議題は、今座長がまと
められた形なのかなと、私も思います。ですから皆さんもご同意されるのであれ
ば、そういうふうに二つの問題を分けて考える。前者でも議論の対立があるけれど
も、しかしそれを横においた上で後者の方で可能なところを、今、本間さんがおっ
しゃったような、これからの変化、現在までの変化を考えながら議論していく。こ
れはこれで意義があることであろうと思います。  
      それともう一点は、先ほど楜澤委員、田代委員がおっしゃったところ
なんだと思うんですね。つまり従来の議論の経緯をどのように我々は踏まえつつ、
それをどの程度までの制約要件として考えるのか。つまり制度改正を具体的に考え
るとした場合でも、その幅は抽象的には非常に広いわけですね。極端にいえばもう
制度を無くしちゃうというところから、そうでないところまであるわけですが、こ
れまでの１０年間、特に最後の基本問題調査会が始まってから以降にはいろんな議
論がすでに詰められてきたわけでして、その辺をどの程度意識しながら議論する必
要があるのかないのか。その問題ももう一点最後にあるのかなと思いました。  
○岸座長 前段の問題で申しますと、兎に角このご議論の中でも原理原則の問題
と、さしあたっての問題、一緒にやるのは難しいから、原理原則については別途議
論する場を作ってはどうかというようなご意見もありました。そういうことを踏ま
えながら、一つ整理をまずやってみようかという提案を今しようかと思っていたと
ころです。実際に法人等から差し迫った問題が出ているわけですね。それをほっと
いて「俺たちは原理原則だ。」とはなかなか言いにくいんじゃなかろうかという気
持ちになるんですけど、神門さんどうですか。  
○神門委員 先ほどから、これまでの議論の積み重ねもあるという風な話でしたけ
れど、新政策の時に擦った揉んだの末で法人化の可能性をようやく農水省が出し
て、これは画期的だと大騒ぎした時もですね、転用期待、投機的な土地所有を持つ
ことに対して一定の歯止めを設けられるのならばというふうな、そういう注釈付き
で法人化も有益であるよというような方向を出してきたはずなんですよね。でそれ
からもう約１０年くらいは経っているんですけども、私の理解するに、そういう歯
止めをしっかりさせようというふうな方向へと向く動きというのは殆ど無かったよ
うに思うんです。だから、仮に過去の議論を踏まえて当面のところを何とかしよう
という議論をするにしてもですね、利用規制の問題というのがやはり出てくるし、
今回も色んな資料を配られるんだけど、どの資料を見ても投機的な土地保有に対し
てどうするのかということについては何も議論、材料も出てきてないわけですね。
これで本当に、じゃあ当面どの程度緩和するかというふうな議論ができるんだろう
かというふうに思います。  
○岸座長 ほかの方、いかがですか。はい生源寺さんどうぞ。  
○生源寺委員 少し前回の会議から時間が経過しているものですから、思い出しだ
し考えていたんですけれども、一つはですね、今、神門さんがかなりさかのぼって



議論の経緯について言及された訳なんですけれども、基本問題調査会からの議論に
ついてはですね、かなり論点としてオープンになっている部分があるんだろうと思
います。それで、どちらが賛成ということではなしに申し上げますと、もう皆さん
ご承知のことかと思いますけれども、基本問題調査会では、株式会社一般について
は、確か答申の原案では「適当ではない」ということだったと思います。そこは合
意が得られないという形の整理にまず終わっているというふうに思います。従って
ここは完全に否決という結論を出した訳ではないんだろうと思います。ただ合意が
得られないということですから、そこから先には進んでいない。それから言葉を正
確に覚えておりませんけれども、地域の農業者なり地域に根ざしたという言葉が使
用されたのは農政改革大綱の段階だったと記憶しております。これは当然のことな
がら与党とのやりとりなり、いろんな経緯の中でそういう文言が加えられた。この
こと自体、この言葉の持っている意味について、かなり議論があるということを示
しているんだろうと思いますね。そういう方向が決まって、その上で前回の法人の
検討会という流れになっているんだろうと思います。ですから、ずっとたぐり寄せ
て参りますと、やはり合意が得られないですとか、ペンディングというか、ペンデ
ィングはちょっと強すぎるかもしれませんが、議論を全部封殺したんではないとい
うその残し方はあるんだろうと思います。それが一点です。経過について私の記憶
しているところなんですけれども。  
      もう一つ、進め方につきまして、座長のご提案で基本的にいいんでは
ないかというふうに思っております。それで、いろんな要件緩和については、それ
なりに理由があってそういう話が出てきているということだと思いますので、これ
は検討するよということについてそのことについては特に否定するというものでは
ございません。  
      ただそれにしても、これも前回に申し上げましたけれども、やはり原
則は何だろうかということをはっきりした上で考えるというのが筋だろうと思うわ
けです。しかも、原則が今のままでいいかどうか。この二つの考え方があると思い
ます。今の原則はこうだなと。その範囲で何ができるんだねと。それから原則その
ものについて見直して、その上でどうかと。  
      さしあたりは前の方で考えるべきことかも知れません。ただ、委員の
皆さんの中にはもう少しあとの方に原則そのものを見直しながら、という積極的な
議論もあるのかもしれません。  
      それから、法人制度そのものについては株式会社形態であるか有限会
社であるかということもさることながら、これは前回多少耕作者主義との関係で申
し上げたと思うんですけれども、現在の農業生産法人制度が、結局、第一種兼業と
いう表現をしたかと思うんですけれども、要は事業でいえば半分以上とか、構成
員、それから役員、これは何分の１以上、何分の１以上と、こういう規定をしてこ
れで適格であるかどうかということを判断する要素にしておられる訳ですね。これ
はこれで一つの考え方だと思う訳ですけれども、問題はむしろ絶対量で判断するよ
うな制度が可能かどうか、というところに一つのポイントがあるのではないかと私
自身は見ております。例えばこれも繰り返しになりますけれども、法人の全体の事
業は１０だとします。その事業の１又は２の力で農業経営を行い、それでもって農
地が適正に耕作されるという、こういう法人が有り得るのではないか。こういうも
のについても、耕作者主義に合致するということも、私は否定し切れないと思いま
す。現在は、役員要件についても割合でもって過半のそのまた過半という格好で規
定している訳ですけれども、絶対量で考えるということはできないかどうか。実
は、このことは、前回の法人の検討会の時にも多少そういうことを申し上げたよう
な記憶がございます。言い換えますと、農業が２分の１は超えていても、あるいは
いろんな意味で現在の役員要件なりを満たしていても、ある農地の耕作ということ
に関していうと、どうも適格ではないというケースも論理的にはあり得ることなん
ですね。  
      ですからこれは神門さんの利用に着目したということに相通じるのか
もしれませんけれど、土地に着目して、属地的に判断していくという、こういう筋
道の立て方はできないものかどうか。これがこの問題の一つの切り口になるのでは
ないかなという意見を持っているものでございます。  
○田代委員 一定の時間の枠の中で議論するには、技術的には座長のおっしゃると
おりだと思うんですけれども、先ほども申し上げたように、今の農業生産法人制
度、具体的にいうと例えばのれん分けだとか、出資制限だとか、それから事業要件
だとかこういうことを議論すると、必ずやっぱり農地耕作者主義と抵触するという
ところに議論がぶち当たる。いやその議論は止めとこうということになっちゃう



と、やっぱりちょっと議論がしづらいところがあると思いますので、そういう議論
も許容するということでお願いしたい。  
○岸座長 いっこうに差し支えありません。きっぱり二つに分けて議論するという
ことではなく、もちろんそういうことではありません。ただ、次の議論を進めてい
くための整理ということをやってもらおうかなと思ってるわけでです。はい。言葉
足らずだったかもしれませんけど。堀口さんいかがですか。  
○堀口委員 少し前のことを思い出しながら二、三点お話しします。やはり全体の
議論の仕方を整理するのは賛成ですね。一つの考えとしてはいわゆる入口を規制す
る、いわゆる経営体を入口の時点で規制するということだけでいいのかどうか、と
いう意味では土地利用のあり方あるいは土地利用計画、そちらを強化すれば経営体
も規制の従来の仕方を変えてもいいのではないかという主張だと思います。かなり
原理原則的な考え方もあるというわけですね。そういう意味では、先ほどの議論を
どうするかということは残っておると僕自身は思っております。  
      二番目ですけれども、今までの私の理解では、やはり農地法上の規制
と土地利用上との規制との両方が相まって、望ましい農業経営体なり土地利用を期
待するという仕組みであったわけですね。この仕組みのどこに問題点があり、そこ
をどう改善するかということを少し整理して議論しないと、単なる空理空論になり
はしないのか、というのが二番目に心配しているところです。そういう意味ではい
ずれ議論が必要とは思うのですけれども、ここでの検討課題の後半に農地の流動化
なり利用集積とか農業委員会等の役割が述べられております。ここでの議論も実は
必要ではないのかと、こういうふうに思っております。いわゆる農地法の３条につ
いても実はいろんな改革が加えられていて、我々農業生産法人のことを議論してお
りますけれども、農地を流動化させる場合に合理化法人等別の仕組みを作っている
わけですね。そこが有効に機能しているかどうか。僕は、まだまだそこの強制的な
仕組みができていないので、難しいというふうに思っておりますけれども、そうい
う仕組みを含めて現状での問題点があるのではないかということを、後半の課題に
関連して是非議論をお願いしたいと思っております。  
      それから、それに合わせて、前回、土地改良法のことを少し申し上げ
ましたけども、やはり耕作者主義が他の法体系にもあって、土地改良法でいえば土
地改良に関わる関係者は基本的に耕作者でなければならない、もう少しはっきりい
えば地主はダメで、経営者が関与せよという意味で、３条資格は農地法と同じ考を
使っています。土地改良を仕組む場合には、地主ではなくて、耕作者が関与した方
が望ましい土地改良が実行できるという前提で来ました。そういう意味で、農地法
で農業生産法人を議論する場合にも、そこでの関連が実は問題になってくるんでは
ないかと思います。そういう場合に、株式会社を農業生産法人の中にいれこむ場合
に、そこをどう耕作者として内実を持たせるか、そこの仕組みを他の法律でも合わ
せながら考える必要があるのではないかというふうに思っております。  
      それから三番目は、いわゆる農業生産法人、特に株式会社がどう関与
するか、その場合の制限をどうするかということは、僕はまだやはり議論は有り得
ると思うんですね。当初申し上げましたけど、これから後継者がいない農業経営の
継続性を考えていった場合に、もともとの農業経営の関与した者たちの財産をある
程度認めながら新しい経営者を取り込むという場合には、今の仕組みではどうもな
かなかうまくいかない、そういう意味では、のれん分け等における子会社への出資
制限の緩和などは、確かにそういう問題点が出てくることは背景として考えられる
のですね。  
      株式会社については、最近に至っても行儀が悪いということは多々あ
るわけですが、そういうものに対する制限の仕方をどうするかということについて
は、依然として議論する余地があるというふうに思っております。いずれにしろ、
検討課題の流動化なり利用集積なり、農業委員会等の役割についても、併せて議論
を進めて頂ければと、いうふうに思います。  
○岸座長 それでは、とりあえず先へ進めます。じゃあ神門さんどうぞ。  
○神門委員 私は原理原則論にこだわっているかのような印象を受けられると困る
んですけれども、現実問題を考えるときに、これも前回、最後の方で少し述べまし
たが、例えば耕作放棄であれ、それから転用もだと思うんですけれども、かなりの
部分で農地法、農振法違反が結構行われていると思うんですね。韓国なんかの場合
だと、耕作放棄なんか勝手にやると、市町村長だったと思うんですけど、命令して
是正しろというようなこともできるようになっているんですよね。守らなかったら
罰金を払わされる。日本では、農地法、農振法違反に対する是正というふうなもの
は、今機能していない訳ですよ。ということは、さっきも入口だけ縛って大丈夫か



という議論と同じことになりますが、一方で農地法、農振法違反があったとしても
それに対してペナルティが加えられていない、あるいはそれについての情報を集め
ようということもしていない。このような状態で、法人の規制緩和をするっていう
のは、僕は相当怖いことをやっているような気がしてならないんですね。第一、新
政策以来、農水省やそういう審議会なんかの人たち自身が、投機的な土地取得に対
しなんとかしなきゃいけないというふうなことを言ってきたわけですから、僕は現
実問題としても、単に規制緩和すべきかどうかっていうふうな議論をするんじゃな
くて、韓国型の方がいいのかどうかわかりませんけれども、単なる規制緩和すべき
かどうかという議論だけではダメで、そういった意味では堀内先生が言われたとお
り、農業委員会の役割にも絡んでくるだろうと思います。  
      私は、決して原理原則論だけで規制緩和だけを先行して議論すること
に懐疑的になっているわけではないんです。  
○岸座長 これから少し（２）の具体論に入る訳ですけども、その場合もちろん前
提をおきながら、話を進めて頂ければいいんじゃないかというふうに思います。６
ページ目に、関係者等からの要件緩和の要望についてというふうに出ておりますけ
れども、そこにマルが４つ、①から④まで出ております。最初に出された検討課題
に、資料１と書き方が若干変わっておりますけれども、具体的に４つあるというこ
とで進めていきたいと思います。今の話ではありませんけれど、ある前提をおきな
がら一つ話し合いをするということでやっていきたいと思います。まず、出資制限
の問題ですね、子会社への出資制限の問題を少し議論をしてみたいと思います。こ
れについてきっぱりと反対論をおっしゃっているのは楜澤さんですか、どうですか
この辺若干ご説明いただきましょうか。  
○楜澤委員 さっきから議論にもなっていることでもあるんですが、結局、耕作者
主義の前提で考えればどうなるかということを書いているわけで、それを前提とす
る限り、やはり既にある規制を緩和していくということにはならないのじゃない
か。逆に、耕作者主義という前提を外せば全てＯＫということになるんだろうとい
うふうに思います。  
○岸座長 この点を含めて、楜澤さんとそれから原田さんもそうなんですけども、
要するに前回の改正で、もう法律的にはギリギリだっていうとこまできてるんじゃ
ないか、というご意見ですよね。その辺いかがですか。原田さん若干ご説明頂きま
しょうか。要するにこれ以上やっちゃ困るということでしょう。  
○原田委員 要するに子会社等についての出資制限の緩和という問題ですね。そう
すると、現在の出資制限の制度が今おっしゃられたようにギリギリなのかどうなの
かという問題が、まず一つあります。その上で、それがギリギリだから、のれん分
けの時もダメだよという議論と、のれん分けの場合にはいいんじゃないのという議
論とあるわけですね。そして現在提起されている問題は、おそらく後者の形で出て
いるんだろうと私は理解しました。その上で意見を書いたつもりです。ですから、
現在の制度における規制は一般的には仕方がないとしても、のれん分けの場合、及
び１００％農協とか地方公共団体が出資する場合であれば、その例外があっていい
んじゃないかというのがこの二つの最初の設問であるというふうに理解したわけで
す。今座長がおっしゃった制度自体がギリギリかという問題と合わせて議論すれば
かえって混乱するかなというふうに私は思います。  
○岸座長 わかりました。それでは具体的にはこの出資制限の緩和についてはどん
なご意見ですか。  
○原田委員 私はこの話は、個別的には、既に農業生産法人でキチッとやっている
法人が、自分のところで育った社員でありかつ従業員でもある若い農業者を独立さ
せてやろうという場合に、「資本も不足しているからその資本をさし当たり親会社
がみてやる。その代わり一定の口も出す。その方があなたも安心でしょう。」とい
う形の問題として出ているんだと伺っています。この場合、一方でこれから独立し
て一人前になっていこうとする青年にとっても便宜が与えられる。そしてその不安
が取り除かれる。他方、親会社になるもとの法人からみれば、その青年が一人前に
なっていく過程でミスをしないように面倒みてやる。その代わりその過程では一定
の支配権を持たせてもらう。こういう感じになるんだろうと思うんです。それだけ
を個別的に見れば、一見、認めてもいいんじゃないのと言えそうなんですね。どち
らも農業生産法人であって、株式会社であるにしろ、どちらも一応他の要件は満た
している。ただ子会社の方の出資のところだけが４分の１、１０分の１という制限
の枠外になっているに過ぎない。仮に、そういうふうに事態を限定して捉えて、し
かも、その件数がまだまだ少ないという状態であれば、おそらく深刻な問題は生じ
ないんだろうと思います。しかし、例えば、私が比較研究をやっているフランスの



場合には、農業生産法人に相当する法人経営体が経営数で全体の１７％ぐらいを占
め、農地の３分の１を耕作しています。そうなりますとその法人相互間での持ち
分、株式の任意の譲渡の問題が常に生じてくる。経営形態だとか、あるいは特に経
営規模だとか、経営内容だとかの変化が法人間での持ち分の移転・譲渡を通じて行
われるということが可能になるわけです。農業生産法人であれば、他の農業生産法
人の株式や持分を自由に、例えば半分までは買っていい、保有していいよというこ
とになりますと、極端なことをいいますと、一つの農業生産法人が１０社も２０社
もの子会社を持つことが可能になる。ですから、子会社の設立過程で子どもを育て
るということだけみればそれでもいいように見えるんですが、制度が一般化します
と、今のような株式の取得、有限会社では持分の取得による経営の集中が、しかも
農地法の３条の規制にかからない形で、自由にどんどん進むという法律制度になっ
ていくわけです。そこに限定をかけないで、無限定に農業生産法人の出資は４分の
１じゃなくて２分の１、あるいは４９％までよろしい、１０分の１でなくて１０分
の４までよろしいというようにするのは、将来を考えれば大変リスキーである。も
しそこをつなぐ形で、今の子会社とかそういう新しい法人を作る過渡的なプロセス
だけを言うのであれば、そういうふうに事態を限定し、かつ、いわば自立して一人
前になっていくまでの間だけ、例えば親会社を出て自立して一人前の法人を作ろう
という若い人が一人前になるまでの過程、例えば５年間なら５年間、そういう関係
と必要があるときにのみ、その期間なら基準以上の資本を持てるよと、しかし５年
経ったときには通常の正規の状態に戻しなさいというような手当をしたらどうか。
そうでなければ、一般的によろしいですよとはちょっといえないのではないか、と
いう意見を私は持っております。  
○岸座長 株式の譲渡制限みたいなものを入れていっても、やっぱりダメだと。  
○原田委員 譲渡制限に関しては、私の意見の最後にも書いておきましたし、調査
会の議論や農業生産法人制度検討会でもいわれているはずのことですが、要するに
その譲渡制限というのは、現在の株式会社の取締役会がその人には売りたくないと
いうときにだけ機能するんですね。売ってもいいやと思ったら、それで終わりなん
です。客観的な制限ではないんです。その点、３条による権利取得制限のような客
観的な規制とは性格が違うということですね。  
○岸座長 わかりました。田代さんが支配関係の可能性について慎重に吟味する必
要があると、整理されてますけど、今のご意見とはどうですか。かなり一致される
ということですか。  
○田代委員 原田委員はかなり限定的な局面でそういう差し迫った状況の中でよろ
しいんじゃないかということで、まあそのことはわからないでもない訳でありま
す。しかし、さっきのまた原理原則に戻るわけですけれども、やっぱり農地耕作者
主義っていうことで考えていくと、農業生産法人制度の出発点は自然人の共同体と
いいますか、地域に根ざした自然人である農業者の共同体として農業生産法人が出
発した、ということがあると思うんですね。そこの中に前回の改正でもって、法人
が出資してよろしいということになったわけですね。その出資が４分の１規定、あ
るいは個別の１０分の１規定を超えるとやっぱり支配権が及びうるんですね。そう
しますと、農業生産法人という本来であれば自然人の共同体で始まった性格のもの
に法人というものが支配権を行使しうるということは、農業生産法人に限定したと
してもやはり問題があるだろうと思います。農業生産法人を広くいえば農業者の一
人であって、そのことを否定はしませんけど、しかしこの農業者は自然人とは違っ
ているし、かつ第一種兼業まで認められてくるというようなことを考えると、やっ
ぱり支配権という点では、やはり例外だからいいんじゃないの、というのはちょっ
と怖いな、というのが私の意見です。  
○岸座長 いかなる不都合が起きるというようなことが考えられますか。  
○田代委員 法人が自然人の中に入っていって、法人としての意思決定ということ
をやるわけですね。しかもその法人というのは今のところ親会社ということになっ
ていますが、かなり規模が大きく、第一種兼業もやっているということになってく
ると、いろんな意思がそこに入り、反映してくるだろうということがあります。や
はり、そもそもその法人が支配権を握るとするならば、何でそれを農業生産法人だ
けにとどめるのということにもなります。もっと一般的にですね、農業者以外の者
が農業生産法人に４分の１、１０分の１をもっと上回って出資してどこが悪いのと
こういう話に必ずつながってくるわけですね。今までの規制緩和の話は、一つ規制
緩和すると、その翌日にはまた次の規制緩和というふうにズルズルと緩和されて来
ていますので、そのことも恐れるということです。  
○原田委員 私、農業生産法人が農業生産法人に出資するのであれば一般的に例外



を認めていいとは言ってはいません。のれん分けの当初の段階に限定したところで
お話ししたつもりです。  
      その関連では私は、むしろ通常の個別の家族経営の場合でも、そうい
う移行過程について本当はもっと制度的にキチッと面倒をみる発想もあっていいの
だと思います。農家の場合には、特に伝統的にはいわばタテに続く家と家産とその
経営があって、その中でいつの間にか代替わりしていくと考えるので、その移行過
程がはっきりしない。むしろ伝統的にはっきりしないことこそが特徴である。現在
に至るまで必ずしもはっきりしないままで移っているわけですね。しかし、親の経
営と子の経営とは違うんだというふうになれば、そこの移行過程を制度的にどう処
理するのかという問題が本当はあっていいんですね。そこが日本の場合は今までな
いままできてます。ところが、農業生産法人のような制度になると、そこをどうつ
なぐのかという問題が、同じ法人経営の中だけで考えても出てくるだろうと思いま
す。その代替わりの過程でも、何らかの支援措置があってよい。そして、その法人
から派生して別の経営を作って自立していこうという若い青年がいるときに、その
青年のいわば独立過程をどう支援できるのか、そのためにどういう特例が可能かと
いう発想はあっていいと思います。同じ法人経営の中での交替の話は、先ほど堀口
委員が言われたようなのも一つのケースでしょうし、あるいはもっといろんなこと
が、おそらく本当に法人経営が発展してくれば出てくる。株式会社じゃなくても同
じことで、それなりの手当が必要になることが有り得ると私は思ってます。先程の
私の話も、そういう観点からの例外としてなら考えられなくはないよという主旨で
す。  
○岸座長 本間さんはだいたい①から④まで全部ＯＫだというような感じですが。
①についてはどうですか。  
○本間委員 農業生産法人を、耕作者主義を守るという立場で議論したら、はずせ
ないということになってくると思うんですね。ただし、実際問題として例えば４分
の１制限にしても１０分の１制限にしても、こういう制限を設けたことは、あくま
でも耕作者主義との整合性を持たせるという意味においてこういう規定があるわけ
ですけれども、株式会社を認めたこと自体を考えたときに、既にもう耕作者主義を
離れているんだという解釈もあると思うんです。ですから、その場合に、例えば４
分の１とそうでない人たちが対立して会社を行っているわけではないのであって、
経営体として自然人にその主体性を持たせるという形は取りつつも、一体の経営と
いうのは限りなく法人経営に近いものにいきつつあるのが現実ではないかと思いま
す。むしろ、そういう流れの中でこの法人問題というのを考える必要があるんでは
ないかというふうに思っているとこなんです。ですから、現実にその法人経営に限
りなく移行しているときに、株式会社が悪さをする云々という問題があるにして
も、一つの農業経営のあり方、あるいは今後の日本農業の経営形態の一つとして全
てが株式会社になるということではなくて、もう少しこうした経営形態を認めるこ
とによって、耕作者主義を守る人にとってみればこれはまさしくこれまでの法体系
と全然変わっていく形になっていくので、耕作者主義を守るという意味ではブレイ
クスルーだと思うんですけれども、基本的に申し上げたいのは、これからの農業の
経営というものをどういうふうにみていくのか、農業の役割っていうところまで話
は行くと思うんですね。基本的にコストパフォーマンスを始めとした経営としてみ
たときに、このままの形あるいは先ほど望ましい方向として共同経営っていう話が
出てきましたけれども、共同経営云々の話というのは何１０年もこれまでされてき
て、なおかつ進展してきているのはここまでの世界ではないかという思いが私には
実にあるんです。だから、もし本当に共同経営というものが耕作者主義の中で守ら
れた望ましい経営として発展形態の一つとして考えられるんであれば、もっともっ
と展開して行ったんではないのかと思います。ですから、一つ議論しなくちゃいけ
ないのは、適当かどうかわからないですけど株式会社対共同経営あるいは協業経営
ということで話をするならば、それぞれの可能性とその限界を整理して議論した先
に、本格的な法人の参入のあり方云々というのがあるのかな、という気もしており
ます。  
○岸座長 生源寺さんが検討することに異論はないが、原則は明確だ、というこの
原則というのはどういうようなことを考えていらっしゃるのですか。これは４つに
もかかるわけですよね。  
○生源寺委員 ええ。先ほど申し上げたように耕作者主義なりそれとの観点で今の
２分の１とか４分の１、１０分の１、とか結局それにかかわっているわけですよ
ね。ですからギリギリといえばギリギリというふうに思いますけれども、１ミリも
余地がないかというと、そんなことはないということだろうと思うんですよね。た



だ私自身は、今の制度改革、この間の２００１年の３月の施行の制度改革がギリギ
リかな、とそういう表現をしていることがあるんです。それは、どちらかというと
転用規制の方の現状との絡みでということが頭の中にあるんです。それから、ちょ
っとこの４つの問題に対する答ということではないんですけれども、共同経営、あ
るいは共同の形のものが本来的に望ましいかどうかというあたりは、これは特に土
地利用型農業、水田農業の場合に、日本の今の置かれている状況というのはどこも
経験をしたことのないステージというか、それだけに難しい問題を抱えているんだ
ろうと思うんですね。水田農業、まあアメリカ、オーストラリアは別ですが、アジ
アの水田農業という場合に、集落の中である種の集団性なりに依拠した農業という
のが当然あるわけです。これはサブジスタンス・ファーミングというか生存農業か
ら発展してきているという、共通性もあるわけです。ただ、現在の農業の担い手の
活躍の範囲なりというのは、もうその枠を超えているわけですね。集落を超えて耕
作をしているというケースもありますし、およそ生存農業から発展してきたその延
長線上にあると思われないようなビジネスとしての充実度があるものもあるわけで
す。従って、どういう農業が望ましいかということに関しては、まさにその人のビ
ジョンなり信念のお話しになりかねないところがあると思うんです。それに対して
かなりアイロニカルに言えば、そんなことこちらで考える必要はないんだ、なるよ
うになる、これが自然、まあ本間さんは多分そんなようなご意見だろうと思いま
す。それも一つの見識だろうと思うんですけれど、これは本当にその方の信念なり
ビジョンの問題ということになってしまって、この議論は大切だと思いますけれど
も、ちょっとそこに行ってしまうと膠着状態というか、どうもそういう話になって
しまうのかなと思います。  
○田代委員 今の共同経営って話が出て、私の発言したことと関連してるとする
と、地域へ根ざした農業者の共同体って申し上げたんで、これは農水省がお使いに
なっている言葉で共同体のあり方はいろいろあるんであって、必ずしも共同経営だ
とか、共同生産だとかを指すわけでは全くないということです。  
○岸座長 まだご異論あるかと思いますが②へ進めましょうか、時間がなくなって
きますから。  
○神門委員 ちょっとわからないんですけど、先ほどの生源寺先生は転用規制との
兼ね合いがあるっていうふうにいわれましたけど、素朴な疑問があってですね、さ
っき言ったとおり農地法、農振法、僕はだいぶ守られていないという感触をもって
いるんですね。現在の農家が守っていないんだったら、農業生産法人なりなんなり
は今は数が少ないから守らないと目立ちますからそういうことはしないでしょうけ
れども、例えば農水省が相当そういったものに対して及び腰だっていうのは農家は
見ているわけだから、今ずっと農業生産法人はみんな農業に意欲があってという前
提でみんな議論しているけど、そこを疑うべきじゃないかと思うんですね。だから
ひょっとしたら農業生産法人がたいして農業をやる気がなくて、何か違う動機でや
るかもしれなくてですね、その時しら～っと不耕作やってですね、他の人だってや
ってるのに何で法人だけやったらそんなに罰せられるんだとかそんな話、それぐら
い開き直るという可能性もあると思うんですね。ですから先ほど田代先生がどこま
で行くかわからない怖さというふうなことを言われましたけど、そういう議論の前
提にちょっと僕は疑問を持っています。ここで言うべきかどうかわからなかったで
すけど。  
○岸座長 適宜、元のところへ立ち返って議論すればいいと思います。②へ進みま
しょうと言ったのはそういう意味ですから全然ご遠慮なく。はい生源寺さんどう
ぞ。  
○生源寺委員 前回、私申し上げましたように、この検討会はいわば農業の中での
議論に限定されてますよね。農業と非農業の間の調整の問題というものは別になっ
ているわけですけれど、これはやはり切り離せられない面があるということをもう
一度考えておく必要があると思うんですね。この懇談会の中で議論するかどうかは
別としてですね。それから違反がある云々という話がありました。私はむしろ合法
的に行われているものの中に法の主旨に照らして不適切なものが結構含まれている
のではないかと思います。いわゆるスプロールのようなものについてはですね、お
そらく全てが、殆どが合法的に行われていると思うんですね。どなたも、よくない
よと言うことをおっしゃるわけですけれども、じゃあそのことに対してどう向かい
合ったらいいのか。その場合に、私はヨーロッパはどうだこうだという話もまあ大
事ではありますけれども、ひとつはやっぱりこれまでの運用の実態なり、これを謙
虚にもう一度見直してみるということだろうと思うんですよね。なぜこんなことに
なってしまったのかと。これは、ほぼある面、定着しているわけですね。運用とい



うのはこういうものだという格好でスタンダードができてしまっている。違反は、
もちろん問題がありますけれども、やはり一度振り返ってみるということが結局近
道になるんではないかという印象を私は持っております。  
○原田委員 ②に行くのであれば、①に関して、言い残したというか発言したかっ
たことがあります。というのは、先ほどは座長の方から出された問題を法律論的に
それなりに理論的に整理してお話ししたわけですが、それとは別に、なぜ、のれん
分けの時に、これから出ていって一人前になろうとする若い青年に対して、親会社
の側が出資をして支配しなければならないのかという問題が実態問題としては先に
あると思うんです。つまり、出ていく者の側からお金が足らないから出してくれ、
自信がないから面倒みてくれというような話になるのか、あるいはまさにのれん分
けという言葉がそうなんですけれど、伝統的に自分のところで育てた人間をいわば
自分の支配下に置きつつ外にカッコ付きで独立させるという側面があるわけです
ね。そういう要望から出てきているのか。そしてその要望なり問題の中味によって
は、むしろそういう親会社の方からの出資に頼らなくてもすむような出資の仕組み
を考える道もある。一人前になれるようなキチッとした要件を満たし、経験も積
み、農業者としてやっていけるノウハウを持っている人間であれば、それこそ政策
的に独立のための資金を出資・融通するというような発想もあっても構わないわけ
でして、要望の中身次第で、それへの対応の仕方には幅があるでしょうという問題
があります。先ほどのように問題を出されれば、先程のような答え方もできるけれ
ど、しかし、その中味の実態として本当には何が問題なんでしょうかということで
すね。そのことは堀口委員もおっしゃっている例でもそうです。例えば３人が出資
して中心でやってきたが、リタイアしたい。ところが、その子どもたちは継がな
い。しかし、よそから入ってきている従業員で、ごくわずかの持ち分を買い取って
出資した青年がやりたいという。しかし経営の全体を買うんであれば、例えば北海
道の酪農などで考えれば非常に厖大な金になる。それをすぐ買い取ることはできな
い。しかしその金の問題を克服できれば、経営は続けられますというようなとき
に、どういうふうに対応するのが一番いいのかという問題でもあるわけですね。最
終的には同じ問題だと思うんです。ですから、単にのれん分けなんだから出資の特
例を認めることで対応すればそれで済みます、ということだけではない問題がそこ
にはあるということも付け加えさせてください。  
○岸座長 はい堀口さんどうぞ。①ですね。適宜ご発言頂いた方がよろしいかと思
います。  
○堀口委員 のれん分け等における子会社への出資制限の緩和というのは具体例を
ずっと考えていると、僕なんかの記憶では活動区域が市町村の範囲を超える大きい
法人であると、補助事業との関係で子会社を作らないと、そこの市町村では事業に
参加できないというような現実の問題があって、やむを得ずのれん分けしていると
いう実態が実はあるんではないのかと思っています。そういう中で、これを一般論
として提示されるのはどうかなとは思うんですね。基本的には、耕作者主義の原則
のもとで例外を作るということは、十分有り得ると思うんですね。株式会社がこう
いう形で法改正により導入されたわけですけど、そのことは依然として耕作者主義
を守っているんだという理解をしているんですね。事業要件なり構成要件なり、あ
るいは役員要件を縛って、その中でなお株式会社の持つメリットといいますか、参
入しやすいし、極めて少ない額で経営に参加できるという意味では、我々どうして
も株式会社という大きい経営が乗り込んでくるということを想定しがちです。しか
し、現実は、そこは採算が合わないもんですから、投機的目的は別として、入って
こない。むしろ、既存の経営の中でこの株式会社が有効に使える部分はないかとい
う議論において、現実にはのれん分け等が必要であればその場合も農業生産法人の
要件を満たしながら例外としてどう有り得るかということを①なり②は提起したと
思うんですね。ですからそういう意味ではそこは議論する余地はあるというふうに
思っております。  
○岸座長 それじゃあ先へ進めましょうか、②ですね、もう部分的には議論されて
いますが、行政あるいは農協による１００％出資についてはいかがですか。これは
楜澤さんは認められない、農業生産法人としては認められないというご意見なんで
すね。  
○楜澤委員 これも結局ほかの論点と同じことなんですけれども、先ほど私、一番
最初に共同経営という不用意な用語を使ったために議論の混乱を招いたこともあっ
たかもしれませんけど、そこで言わんとしたことは、こういう事なんですね。およ
そ、人間集団、社会に存在する人間集団は、ある視点から切ってみると、両極、二
つのタイプに分かれる。その視点というのは、ある集団なり団体を構成する構成員



と団体との関係という視点なんですね。ひとつの極は、その構成員からは完全に区
別された団体性が存在するような集団です。個々の構成員からは独立の意思主体を
持っている団体、こういう団体が一方であり、他方で構成メンバーの契約によって
作られる団体、これは基本的には組合と言っていいと思うんですけれど、そこでは
構成員を離れて意思決定するという団体性は極めて弱い、そういう集団があるとい
うふうに整理することができます。私は、農業の場合には、自然人たる構成員を離
れて意思決定できる団体性が非常に強い団体は必ずしも馴染まないという前提で考
えているものですから、そういう切り口でいけば、構成員の主体的な意思決定とい
うものとは関係なく独立に意思決定されるような団体として農業生産法人の構造を
設計するというのには賛成できない、こういう主旨なんです。  
○原田委員 今の楜澤委員のお話はある意味でまさにそのとおりだと思うんです。
つまり②の株式会社は、社団になるんですか。（楜澤委員 ・社団と組合という両
方がある。） 例えば１００％市町村の出資で作った農業生産法人っていうのはこ
れ社団ですかね。その社団性そのものが、今のケースだと問題になるのではないか
と思います。経営と労働との一致云々の話はもとより、団体を支える構成員による
意思決定というもの自体がない形です。ある市町村が１００％出資して作った法
人、株式会社あるいは有限会社たる農業生産法人という法形式を使うけれども、実
質は社団ではない。株式会社っていうのは元々社団組織ですから、そういう社団組
織をこういう形ででも利用できるということ発想自体がおそらく日本の特例だと思
いますね。農業の領域を超えてみても。  
      もう一つ今お話ししようと思ったのは、農業生産法人の制度との関係
でいきますと、この法人には業務執行役員がいないんですよね。これも、本当の意
味での社団、自然人の団体でないということの反映なんです。業務執行役員たりう
る構成員はいない。ですから構成員要件、出資要件で例外になるということだけで
はなくて、業務執行役員要件のところでもこれは例外になります。団体ないし法人
の性格を議論する前に、社団組織である株式会社を作る人の団体がないという問題
になって、他の分野では有り得るかもしれないけど、農業生産法人のイメージから
いけば非常に距離の遠いものになる。そうすると、今のままの生産法人の制度にそ
ういう法人をそのまま乗せようとすることが問題かなという感じを私は持ちます。
こういう市町村１００％出資の法人の制度がどうしても必要だ、要するに担い手が
いないところで何らかの担い手を作る、その核となる出資と、出資による経営資本
の創設、そしてそれで経営すべき農地を用意して、あとは出資者でない誰にでも経
営を委ねるということも必要だというんであれば、違った制度を考えた方がいいの
かもしれないと思いますね。それを今の農業生産法人の横滑りで認めていくと、先
ほどのような点でギャップが非常に大きいんじゃないかなという印象を持ちまし
た。  
○岸座長 いかがでしょうか、はい生源寺さん。  
○生源寺委員 この問題に直接意見を申し上げるということではないんですけれど
も、ちょっと思いついたようなことを申し上げたいと思います。先ほど雑談で田代
先生と本当にこういう要求があるのかしらというようなことをやりとりしていたん
ですけれども、多分あるからこういうようなことが出てきているんだろうと思いま
す。逆にいいますと、これはとりあえず４つでているんですけれども、こういう要
求がでてきて、じゃあそのルールをかえましょうという感じがあるんですね。しか
も、改正されて、そんなに時間が経っていないわけですね。まだ前半戦も終わって
いないのにゲームのルールを変えましょうというか。もちろん私も、必要があるも
のについては変えるということについて検討することは異論がないというふうに申
し上げているんですけれども、要求があればとにかくルールの改定を考えましょう
というようなそういう発想がいいかどうかですね。  
      それから先程来からの議論を聞いていますと、相互の整合性というこ
とも当然ありそうな感じもするんですね。ですから個別に特例的に考えていくとい
ういきかたというのはちょっと何となくどうかなという感じが致します。  
      それから楜澤先生のお話は、私もそれはそれとして非常にわかる面が
あるわけですね。問題は、今のご発言の件についてもいくつかの段階があると思う
んですね。それ以外のものは一切認めない、という立場がひとつあると思います。
それが競合しない範囲で、例えば耕作放棄地について他に誰もやるところがないと
ころについて手があがっている、ということについてどう考えるかという、競合し
ない範囲で認めるという考えもあるかと思います。更には、競争していって頂い
て、それでどちらかが残るということであれば、それはそれでいいという、まあ多
分そのくらいのレベルの話があるような気が致します。  



○岸座長 ですから前段のこういう要求があるのかというふうにおっしゃったこと
は、つまり、例えば行政と農協が共同出資で何か作りますよね、それはサービス事
業体であって法人経営じゃないということですか。  
○生源寺委員 それはまさに例でありまして、それぞれ要求があるのでこういう話
になっていると思うんですけれども、逆にいいますと要求があれば制度を変えまし
ょうという話にもおそらく取捨選択というのはあるんだろうと思いますけれども、
ちょっとこのいきかたというのは、現場の方にとっても本当にいいことかどうか、
ルールというものはそう簡単に改訂するべきではないというような感じもするんで
すね。変えるんであれば、まさに原則からきちんと整合性を持ったものとして改正
すべきと思います。  
      しばらく現行制度でやってみて、不都合があればずっと堆積してきた
ものを一回整理するというぐらいの方がいろんな混乱も少ないような感じもしま
す。  
○岸座長 もうちょっと包括的に議論した方がいいんじゃないかというご意見。こ
れから③の方へ移っていくというような議論はあまり意味がないと。  
○生源寺委員 いや、そこまでは私はいっているわけではないんですけれど、議論
が進んで参りますと、いよいよそういう感じが強くなっていくという、そういうと
ころです。  
○岸座長 さて、他の方のご意見いかがですか。はいどうぞ。  
○田代委員 あとで農水省の方にもお答え頂きたいと思うんですけども、今これだ
け地方の財政改革が厳しくて、農協が広域合併してもなかなか採算性がとれないと
いう状況の中で、１００％、行政又は農協が出資するということが本当にあるのか
と思います。１００％出資して俺が一人でやろうというのがあれば、それ自体とし
ては私は表彰状ものだなと思うんですけれども、制度問題抜きにすれば、本当にそ
ういう要請が地元からあるんでしょうか。また、それは本気になって考えているん
でしょうかということと、どこまで責任が持てるんでしょうかということをお尋ね
します。一種のタクシー代行業といいますか、農業経営を代行して行政とか農協が
それも永続的に行うということがあり得るのか。これは、やっぱりいわゆる農業者
とは何かということまで関わってくるわけですね。そこまで行政や農協が本当に永
続的に行うのかどうか、首長がかわったら、あれはやめますだとか、農協は採算性
がとれなくなったらやめますだとか、その後の農地はほっぽりましたとかいうこと
になってきたら、これは大変なことになりますね。まず実態論からして本当にある
のかなというのが私の素朴な疑問ですので、ちょっとなんか情報があれば教えて頂
きたい。  
○佐藤構造改善課長 今ご議論になっています、のれん分けとか行政又は農協の出
資のお話しでございますが、恐縮でございますが資料５をお開け頂きたいと思いま
す。「農業経営の法人化と農地の利用集積の状況」についてという資料５の冊子が
ございますが、そのページの９ページをご覧頂きたいと思います。実はこれは、今
年の５月現在で株式会社化した生産法人の概要が書いてあるわけなんですが、例え
ば今申し上げましたその議論となっております町と農協の関係でございますが、１
６番の福井県の例をみて頂きたいと思います。ここでは、町と農協と現場の方など
が組織して農業生産法人を作っているわけです。これは耕作放棄なり、担い手がい
なくなっているということで、やはり市町村と農協が中心となって受託会社を設立
し、そしてこの会社が農業生産法人の要件を満たして農地取得を行ったものです。
実はこういった形で町と農協が一緒になって作ったものですから、担当の方のお話
を聞きますと、全国から非常に多くの問い合わせがきておりまして、耕作放棄ある
いは担い手不足の地域で、町と農協でやはり何かやっていかなきゃいかんじゃない
かという観点からの問い合わせがいろいろあるそうでございます。この株式会社を
設立するときに実は三方町あるいは農協が出資致しますので、普通出資致しますと
代表者ということで町であれば町長さんだとか議長さん、あるいは農協であれば農
協の理事長とそれと理事といった方々に名を連ねて役員になってもらおうとしたわ
けですが、先ほど原田先生からお話しがありましたように、こういった町長さんや
農協の組合長さんがずっと耕作するわけにはいきませんから、町の代表、あるいは
農協の代表として誰を送り込むかということで問題になりまして、結局農協の職員
が入って農作業に従事するといったようなことで要件を満たしたというようなこと
がございます。  
      それとのれん分けでございますが、のれん分けにつきましても１０ペ
ージの１８番で、滋賀県の農業生産法人でございます。これは有限会社から組織変
更致しておりますが、隣町で農作業の受託、あるいは農業生産を委託されるわけで



す。その町に直接行きますと、自分のところの町名のはった会社名で農業を行うこ
とになりますので、その町の農家の方々から自分の町に違う町の人が入ってくると
いった危惧感を与えてしまっているというようなことです。こうした場合にその町
で子会社を作りたいが１０分の１しか出資ができないで困っている、そういった問
題点が法人との意見交換会で出てきておる、という実態でございます。  
○岸座長 田代さんが言われた、あの「市町村又は農協」ではないんですね。１６
番の場合。  
○田代委員 日本型第三セクターです。それはいいんですけれども、今おっしゃっ
たのはこれは作業受託ですよね。ですから農業生産法人である必要は全くないんで
あって、言ってみれば誰でもとはいわないけど、できるわけですね。農業経営をや
っているわけでじゃないんですね。  
○岸座長 原田さん、どうぞ。  
○原田委員 私、非常に真正直に問題を、その①、②ですか、受け止めて答えてた
んですが、まず①の方から申しますと、私がイメージしたようなケースとは全然違
うケースですね。そこでぶつかっている問題も生産法人制度固有の問題ではなく
て、いわばよそから入ってきた大規模な経営、たまたま法人組織だけれども、それ
に対して別の市町村ではいろんな意味での反発がある。そこを何とかするための手
法ですよね。私が問題にしたケースとはだいぶ違うパターンです。実体的な必要性
の意味が違うということは今わかりましたので、それならまた議論の仕方がかわる
かなと思っています。  
      それからもう一つの方、Ｎｏ.１６のケースですか、これは農協なり
市町村なりの複数の者が出資者になるわけですね。確かに日本の法制は、自然人な
しで法人だけが集まって社団法人を作るというのを認めている。それを市町村や農
協の出資の場合には農業生産法人についても認めろということですよね。自然人が
一切入らない法人ですね。さっき私が社団にならないんじゃないのかと言ったのは
間違いで、日本の制度では社団になる、構成員何人か集まればいいわけですから。
但し、農業生産法人の制度との関係で言えば少なくとも業務執行役員がいない。そ
れに関する要件をパスさせなければ設立できないという限界が現行制度上は残って
いる。それは変わりないと思います。  
○佐藤構造改善課長 さっきののれん分けの件ですが、他の町から入ってきたとい
うことでご説明しました。実際この法人からもそういう要望がございますが、あ
とで具体的に関係団体の方々からお話しもあると思いますが、それだけじゃなく
て、やはりのれん分けする際の先ほどの出資制限がネックになっているという声
はここだけじゃなくて他のところからもいくつかあがってきております。  
○岸座長 できれば、３．の農地の流動化の問題になるべく進みたいと思っている
んですが、そこへ行く前に③のところはいかがですか。少しでも③のところを議論
したいと思いますけれども、関連事業者や消費者の出資制限の緩和ということにつ
いてはご意見ございますか。よろしいですか。それでは、時間の関係もありますか
ら、先へとりあえず進んでいきたいと思います。資料の２でいいますと８ページへ
一旦進みたいと思います。あとにヒアリングの方々がいらっしゃいますので、ここ
のところを少しでも議論しておきたいと思いますので。  
○神門委員 どなたも感じておられると思うんですけれども、例えば日本の会社と
いうのは、必ずしも一つのことだけをやっているわけではなくて、いろんなことを
やっているわけです。私がちょっと危惧するストーリーというのがあって、よほど
注意深く法律を書かないと、土建会社みたいなところが農地を持っちゃうというふ
うなことって起きそうな気がするんです。あるいはむしろその方がいいと、土建会
社に持たせた方が雇用対策にもなっていいんじゃないか、つぶれそうな土建会社を
面倒見るのも大変だからその方がまだましだとかいうふうな議論あるのかもしれな
いですけど、ただそれは、また転用の話するのは恐縮ですが、転用が野放図にやら
れている、まさに生源寺先生がいわれたとおり多分、違法じゃなくて合法だけれど
も、不適切なものっていうのは相当あって、なんかの拍子で関連事業者のところ
で、そういう狙いを持てばやりかねないと思うんですね。だから、ここをもし手当
するんだったら、よっぽど慎重にやらないと怖いことが起こるんじゃないかなとい
う気がします。  
○岸座長 はい、ありがとうございました。それじゃあ、先を急ぐようで恐縮です
が８ページへ参りたいと思います。どなたからでも結構ですけれども、時間があま
りありませんのでなるべくコンパクトにひとつ、しかし全員の方のご発言を頂きた
いと思いますけれども。原田さんどうですか。  
○原田委員 時間がないようですから一言だけ。まず、先ほど神門さんがおっしゃ



られたことは私もまさにそのとおりで、そのためにいろんな議論をし、いろんな制
約をかけてきている。それは、ただ要望があるから安易に認めればいいということ
にはやっぱりならないんだろうと思います。  
      次に、８ページのところの①について。いろんな議論をし、いろんな
可能性をまだまだ追求できるのかもしれません。かなりいろいろやってきておりま
すけれども。ただそれは非常に技術的なところも含めてかなり細かい議論になろう
かと思います。それに対して、②の耕作放棄地の防止解消、そして農地としての利
用の確保ということに関しては前回の議論も絡むわけですし、私も何とかここを克
服できるような制度の仕組みを導入できないものかと前々から思っております。そ
ういう意味でも、農地は農地として利用されるべきであるし、その利用内容もそれ
なりに適正でなければならないという原則は非常に重要な原則だと思うんです。そ
れを私的財産権、これは所有権の場合もあれば賃借権の場合もあるんでしょうが、
その権利の上に乗っかっているから耕作放棄する以上はどうしようもないという状
態で放置するのは、これは農政として、本当はぶつかって超えなければいけないと
ころを超えないできたとしかいいようがないという感じを私は持っております。憲
法２９条の財産権の制約に対する補償の問題があって困難だということもいわれま
すが、現在の段階で法律論的にそれを克服できないということは私はないと思うん
ですね。これは対処策を他の資本主義国、つまり私的所有権の尊重を大原則として
いる国でも、何とかするということでやってきているところだと思います。ですか
らその方向で是非追求して欲しいし、また別途いろんな可能性を議論する場があっ
てもいいと思います。  
      ここでの場との関係でいいますと前回の議論と関係しますが、やはり
新基本法ができて、農地なるものがどういうものか、生産手段だけではないそれ以
外の価値があることが制度上でも確認された。これは私だけではなく、他の委員の
方もいろいろおっしゃいましたけれども、農地は一種の公共財であり、環境の基盤
を担い、多面的機能を担う。こういうふうなものが然るべき形であるためには、現
実にそれが適切に利用されていることが必要なんだということから、根拠付けも出
てくるんだと思うんですね。ですからそういう点を総合して検討していく必要があ
る。そして、実はこのこと自体が原理原則の問題に戻っていく。つまり、そういう
ことをいうためにも、やはり農地には他の土地一般と違った位置付けが現にあると
いうことがとっかかりになるんだろうと思います。そういう点で、３条というの
は、新しくそういうこととも結び付いて、また新しい存在意義をこれから持ってい
く必要があると私は思っている。これも今までお話ししたことの繰り返しですが、
一言お話しさせて頂きました。  
○岸座長 はいどうも。本間さんどうぞ。  
○本間委員 農地に限らず土地の公共性、ある程度の公共性があるという視点はそ
のとおりだと思うんですね。それをどういう形で利用に供していくかというところ
で、いろんな方策が考えられるんだと思うんですね。転用規制のことも含めて私が
提案しているのは９ページに一番最後の二つに書いておきましたけれども、一定の
ゾーニングの中で厳格な形での転用規制がなされるならば、転用規制が困難なこと
は承知しているわけですけれども、いろんな形での、農地を農地として利用するや
り方があると思うんですよね。ゾーニングによる厳格な転用規制がなされるという
前提のもとでなら、ゾーニング内の流動化というのは市場メカニズムを活用できる
ようになると思います。  
      例えば３０年の期限付きの農地指定といったことというのは、生産緑
地では機能しているということであり、財産権の問題は、期限付きであれば、解決
不可能ではない。  
      それから、耕作放棄地の問題、これも前回に言いましたけれども、現
行制度をもとに見直しをして、それが機能するような制度にかえていくことが必要
です。そのためには、人に判断を委ねるということではなくて、一つのきちんとし
たルールのもとで、一定の条件が至らなければ農地を不耕作地にすることを認めな
いといった、そうしたキチッとした制度の創設を考えて然るべきと考えている。  
○堀口委員 流動化、利用集積関係では、農地保有合理化事業について、強制力が
弱くて、出し手、受け手との話し合いがなかなかまとまらない。また、中間保有機
能そのものが財政事情の問題で難しい。北海道でいえば、農地の受け手が出てこな
い中で、買い入れた農地が不良資産化し、合理化法人自らの経営が苦しくなり、事
業が成り立たないというところをどう解決するかという問題がある。  
      いわゆる耕作放棄地等については土地利用をどう強制するかという問
題がある。また、耕作放棄地対策として特定農業法人制度が創られたが、実際には



なかなかうまく使えない。そういう意味では、特定農業法人という考え方をうまく
使える規制緩和を考えるべき。  
○田代委員 耕作放棄されている農地について第３者に使わせろというようなこと
は、強制できるのかといえば、なかなか難しいところがある。制度問題ではなかな
か難しいんじゃないか。むしろ運動論だとか政策的に中山間地域でも耕作放棄され
ちゃうようなところを耕作する者に対して一定の助成が加えられるだとか、担い手
の育成にもっと力を入れてそういったこともやるようにするだとか、そういう運動
論なり政策面でのいろんな支援ということが必要だと考えている。それと、政策を
仕組むのは、平場と中山間地域とで違ってくるんで、非常に難しいんじゃないかと
いうふうに思っている。  
      流動化について法制度ってことでもってできることはあまり多くはな
いんじゃないかと思います。例えば、県公社が農地の賃貸借に乗り出すということ
は、現段階では、非常に財政的には厳しいので、政策的に支援するとか、転貸につ
いて、民法上、地権者の同意なしに転貸はできないことになっているところをでき
るようにするといったように、運用を改めていくというような努力が必要ではない
か。  
○生源寺委員 重ならないように、具体的なことだけを申し上げます。今の耕作放
棄につきましては、やはり経済的な農業上の利益が生まれるケースと生まれないケ
ースで対処の仕方が当然変わってくるだろうと思います。問題は利益を生じるよう
な平場で発生している耕作放棄地についてどうするかということです。中山間につ
いてはいろんな手だてが始まりかけているわけであります。ちょっと気になります
のは、部門別にみると、中小家畜、それから施設園芸、こういう集約的な農業をや
っている経営のタイプで耕作放棄地が多いんですね。これはある意味で理解できる
ところなんですけれども、地域農業としてこれは解決することが十分可能なケース
が含まれていると思います。２０００年のセンサスの集計でそういうことが非常に
はっきり出ていると思います。  
      もう一つ、農地の流動化に関して制度の手直しに過剰な期待をするべ
きではないというのは田代先生から御紹介頂いたとおりです。小さな提案ですけれ
ども、先ほど堀内先生が土地改良法上の３条資格者の問題について、今の運用が３
条の従来の建前と違う格好になっていることを指摘されたわけです。利用増進事業
以降の利用権の設定されているものについては、要するに地主、所有者を参加者と
するということになっているわけですね。それで、例えば、水利施設の維持管理と
かをどちらが担当するかというのは、結構規模拡大にとって大事な問題だろうと思
うんですね。私は極端に言えば、どちらでもいいんだと考えています。これは地主
資本とみて地主、所有者が面倒、ケアするべきものというふうに決めてもいいです
し、あるいは耕作者がケアするべきものであると決めて頂いても結構だと思いま
す。どちらかというと前者かなという感じがしていますけれども、地主で、私はで
きないという方がおられればこれは耕作者にその仕事を委譲することとしても構わ
ないことにすべきだと考えます。どちらがケアするかについて、金銭上の対価のや
りとりがあってもいいとは思います。どちらかはっきりさせていないところが、一
番よろしくない状況ではないかと思います。これは３条資格者の問題を整理すれ
ば、農地法との関係がありますけれど、法制度上に乗っからないような、いわば任
意団体による維持管理ということについても応用できることかと思います。ここも
そろそろ整理が必要かなと、そんな気がしております。  
○神門委員 流動化の問題あるいは耕作放棄も含むんですが、転用期待を何とかし
ないとどうにもならないと本間先生が言われましたけど、私も全くそのように考え
ています。少し距離があるように思われるかもしれませんが、詳しくは私が農業経
済論の中でも書いたことなんですけど、実際の問題として、三大都市圏を除いて、
耕種農業生産の約６倍に相当する転用によるキャピタルゲインが毎年発生してい
る。これが農地市場を歪めている。これを何とかしないと、多分どうしようもな
い。これまで農基法以来、ずっといろんな政策をとっておきながら、この転用期待
だけは農水省がずっと避けて通ってきたことなんですね。それに触られるのはイヤ
だ、すぐ話をそらしてしまうというくらい避けていて、なんかあると財産権だとい
うんだけど、財産権も原田先生がいわれたとおり根拠がある議論だと思わない。転
用期待を何とかしなきゃいけないという点を隠し通してしまう。具体的なところで
は原田先生と共通するところが多いので省略しますが、基本的な発想としてはこれ
までのような所有規制ではなくて、利用規制へ移っていかないとダメだろう。実
際、韓国では、韓国も同じような問題を実は抱えているんですけれども、まだ日本
よりは農地の貸借マーケットというのが正常に機能していて、比較的規模拡大なん



かもするんですね。ですから、転用期待を外して適正な市場メカニズムが動くよう
な世界、競争メカニズムが動くような世界に持っていくべきだろうと思うんです。  
      耕作放棄については、農林省の人たちの大先輩である関谷先生が的確
に表現しておりまして、法律制度としてはほぼ限界に近いところまで次第に整備さ
れてきたが、問題は市町村、農業委員会、農業協同組合、農地保有合理化法人など
が、これらの措置を活用して耕作放棄地の解消に努める意欲があるか否かにかかっ
ている。つまり、法律をいじってどうこうではないと思うんです。もちろん、こう
いうふうなことになってなぜこういう運用がおかしくなっているのかというと、そ
れは所有規制という発想の問題だろうとは思いますが、耕作放棄を口実にして、何
かいろんなことをやるっていうのはいかがなものかと思っています。  
○岸座長 最後の分はまた次回農業委員会の問題で出しますので、そこでまた議論
したいと思います。じゃ楜澤さんどうぞ。  
○楜澤委員 私も、特に田代委員がおっしゃったことと同じ前提で物事を考えてい
るんです。農地の流動化だとか利用集積、つまり政策上望ましいと思われる方向へ
農地移動を誘導するということについては、制度といい事業といいかなり多くのメ
ニューが出そろっています。後はその中で、それぞれの地域に最も適合的なメニュ
ーを選択し、田代先生の言葉で言えば、運動を展開するということにかかっている
んだろうと思います。その中でも私としては、地域の実態に即して運用できる農用
地利用改善団体を主体とする農用地利用改善事業というものをもっと自主的な事業
活動ができるように工夫することがあってもいいんじゃなかろうかと思っていま
す。基本的には、農業者による農地の自主管理を進めやすくするための制度的なイ
ンフラストラクチャーだというふうに私は理解しています。先ほど、堀口先生の方
から特定農業法人の話が出ましたけれども、私はやはり地域における公共的な団体
としての農用地利用改善団体が、私的な団体としての特定農業法人を農地管理とい
う公的な課題遂行のために利用する、そのかわりに一定の優遇を特定農業法人が享
受するという関係にあるんだと考えています。地域によっては、この関係が誤解さ
れているところもあるんじゃないかというふうにも考えるんですね。両者が一体と
なっているところもあるようです。そうではなくて、農用地利用改善団体において
地域の農業者の合意という前提のもとで特定農業法人が活用されるということが重
要なのであって、そうでない限り、特定農業法人が突っ走ると、地域の他の担い手
との競合が生まれたりして、むしろ混乱が生じるというような、そういった危険性
がおそらくあるんだと思います。そういうことに注意しながら、耕作放棄地の解消
のため特定農業法人を利用する農用地利用改善団体というものをもう少し活用して
もいいんじゃなかろうかというふうに思っております。  
○岸座長 大事なところを急ぎまして、失礼しました。すでに、あとヒアリングを
お願いしている方がいらっしゃってますんで、今日はここで議論をひとまずうち切
りたいと思っております。次回また続きをやりたいというふうに思います。２５分
に再開することとします。  
   
【ヒアリング】  
   
○佐藤課長 ご出席頂いた方の紹介をさせて頂きます。左手最初の方が認定農業者
の板垣栄一さん、お隣が同じく認定農業者の市村利男さん、その隣がカゴメ株式会
社生鮮野菜ビジネス・ユニットディレクターの佐野泰三さん、その隣が全国農業会
議所農地・構造対策部長の柚木茂夫さん、その隣が全国農業協同組合中央会営農企
画課長の松岡公明さん、一番右側が（社）日本農業法人協会常務理事の中園良行さ
んでいらっしゃいます。よろしくお願い致します。なお、本日、今ご出席頂きまし
た皆さん方の要望等につきましては、資料４に掲載させていただきました。西岡首
席企画官の方から簡単にご紹介させて頂きます。  
○西岡首席企画官 首席企画官の西岡でございます。本日ヒアリングにご出席頂き
ました皆様には、事前に資料１の「農地制度をめぐる検討課題」の論点ペーパーを
お渡しし、ご検討頂いているところでございます。また、資料４において、認定農
業者であるお二方それぞれの農業経営の概況、カゴメ（株）が出資されている
（有）世羅菜園の概要、農業会議所、全国農業協同組合中央会及び（社）日本農業
法人協会それぞれのご提案を取りまとめてございます。後ほど、皆様方からご説明
を頂くこととなっております。  
      また、（社）全国農地保有合理化協会については、時間の関係でご出
席頂けなかったのですが、２２ページにご提案を頂いていますので、そこだけ簡単
に説明させて頂きます。合理化関係の事業で三つほど要望が出ております。一つ



は、今のご議論の中でもございましたが、流動化については制度的にだいぶ手当が
できているというお話しですが、もう少し認定農業者なり担い手の意向を重視した
面的集積に重点を置いてはどうかというご要望です。二つ目は、集積の過程で農地
保有合理化法人が間に入る場合に、再同意をとるのが非常に事務的にも大変だとい
うことで、そこの手当が何とかならないかという点です。２３ページに合理化協会
の方で用意して頂いた資料は、いわゆる公社を介在させての利用権設定において、
期間経過により再設定しようとする際に、もう一回改めて地権者の同意をとる必要
があり、これがかなり難易度が高いので、手当が必要というご要望です。三点目
が、特定農地貸付法の実施主体に農地保有合理化法人を追加して頂きたいとの要望
です。  
○岸座長 それでは、早速ご意見の表明をお伺いしたいと存じます。私たちがどん
な議論をやっているかということは、既に事務局の方から資料等お送りしておわか
り頂いていると思いますので、ご説明を省略させていただきます。農地法制の問題
であるとか、あるいは流動化の問題、それから法人化等について、今日も前半の予
定時間を超過するような議論となりました。それにつきまして、日頃皆さん方がお
感じになっていることを率直に述べて頂きたいと思います。申し訳ありませんけれ
ども、だいたい５分程度でとりあえずお話しを頂いて、時間がとれなくて恐縮です
が、その後、ここにおります委員の方々と意見交換、あるいは議論をしてみたいと
いうふうに思っておりますので、よろしくお願いを致します。  
      それではまず神林村の板垣さんから一つよろしくお願い致します。  
○板垣 神林村から来ました板垣と申します。私どもの経営の概要でございますけ
れども、皆さんのお手許にあるとおりでございまして、経営規模は概ね２０ｈａで
す。ほぼ水稲中心で、作業委託等含め、家族経営的な経営展開をしています。平成
元年から新耕農産というふうに名前をかえまして、何とか私の経営体自体を地域に
アピールしたいということで、名字とは全く関係のない、新しく大地を耕すんだと
いう意味合いで、新耕農産と名付けさせて頂きました。現在、労働力は私と女房、
昨年の春大学を卒業しました倅、それから常雇が二人、時によっては通年の研修生
というような形で経営の展開、あとは臨時的な労働を含めながら経営を行っていま
す。  
      私どもの村は、ほぼ１００％近くほ場整備事業が行われておりまし
て、生産現場の条件整備というのは非常にいいあんばいになっているのかなあと喜
んでいるわけでございますけれども、なかなか法人の出現やら、あるいは農地の集
積というのが思うように進んでいないというのが現状でございます。法人の方は確
かに全国的にも有名な神林カントリー農園さんというのがありますし、活躍はされ
ておるんですが、そのほかの法人がなかなか出現してこない。各集落単位の、どち
らかというと転作対応の任意生産組織が多い地区でございます。転作の団地化につ
きましては、集団転作につきまして、県内でもトップの集団率を誇っており、各集
落ごとに組織を作りながら転作対応の作業に取り組んでいます。しかし、米の栽培
については、組織対応ができてこないということが悩みの種でもあります。いろん
な意味で問題はあるんでしょうけれど、そうした実態が若い担い手を育てるのにブ
レーキとなっている。要は法人化することによって雇用の創出やら担い手の育成と
いうことが当然有り得る、議論されていることだと思いますし、考えられることで
はあるわけですけれども、その実態がつかめないことがちょっと悩みかな、そんな
ふうに思っております。私の方からはとりあえず、以上報告させて頂きます。  
○岸座長 はい、ありがとうございました。それでは続いて黒磯市の市村さんよろ
しくお願い致します。  
○市村 栃木県から来た市村です。私は水稲、麦、大豆、各々１５ｈａの述べ４５
ｈａを作付けしております。そのほかに、麦、大豆の付加価値をということで、麦
コウジ菌を使った味噌つくりを始めております。この味噌は、昨年、天皇皇后両陛
下に味見をしてもらって大変お褒めの言葉を頂き、献上した味噌でございます。家
族中心の経営で、両親、息子夫婦、孫２人の８人家族が一つの屋根の下で楽しく暮
らしているところでございます。臨時雇用、そして仲間との共同作業を取り入れな
がら、ここまで規模拡大を進めて参りました。  
      農地の流動化についてですが、農業公社、農業委員会等では我々担い
手に農地の集積を推進しているところですが、なかなか軌道に乗ってこないという
のが現状です。私はもっともっと早く流動化が進むものと思っておりましたけれど
も、まだまだ土地への愛着心があると申しますか、土地が動くというときには、高
齢化の世帯で機械が壊れたり、あるいはどちらかが働けなくなったときに農地が動
いているのが現状です。しかも近所に農地を集積するということは大変難しいで



す。というのは昔ながらの「隣に蔵が建てば腹立つ。」というような感じで、そん
なもんですから、例えば近所に農地を売ってもいい、また貸してもいいというよう
な話を聞いて、農業委員会等で問いあわせてみますと、もう既に借り手、買い手が
決まっているというのが現状です。そのようなものですから、黒磯は、認定農業者
が２００人を越すような状況でございますが、認定農業者になっても何のメリット
もないというような声が出ています。それは、やはり農業委員会等が土地をどうし
たというような話を持ってくるのが理想ですが、何せ農業委員会に行くまでにはも
う決まっているというような状態でございます。  
      また、農地の売買にかかる税（譲渡所得税、不動産取得税、登録免許
税）についてでございます。世界的に食料が大変不足してきていると聞いていま
す。また、最近では異常気象でドイツや中国では、洪水で農作物に大きな被害が出
ております。こうした状況で、将来にわたって国民の必要とする農産物を確保する
ためには、耕作が目的でない農地取得はさせないということが必要だと思っており
ます。こまめに手をかけてやらないと農地はすぐに荒れてしまうし、また一度荒れ
ますと元に戻すためには数年かかるというのが現状です。農地を適切に守るために
は、経営者イコール農作業従事者でなければ大変じゃなかろうかと思っておりま
す。工業、不動産業を営んでいるような会社に農地の取得を認めた場合には、農地
が適切に守られるかどうか大変不安です。今騒がれているように、牛肉偽装事件の
ように、会社のためなら、会社の儲けのためなら悪いことでも平気でやるような、
そんな考え方、モラルのない会社に農地を取得させてしまったら大変だと思ってお
ります。採算が合わなければ簡単に耕作放棄したり、また他へ売ったりする可能性
が多いにありますので、その辺を一つよろしくお願いしたいと思います。担い手の
不足や農業経営の法人化はこれからもますます続くでしょうが、その対応は耕作者
主義の役目の中で農業者が知恵を出し合って、お互いに共存できるような立場を築
きあげることが非常に大切かと思っております。  
      また、都市住民の農地取得が大変話題になっておりますけれども、都
会の人が農業に関心を持って歩み寄ってくることが地域の活性化にもつながって大
変よいことだと思いますが、農地が農地として活用されるかどうか、そのことがポ
イントと思います。都会の人が憧れだけで農業を始めた場合、想像以上に手間がか
かり、経営的にも厳しい現実を突きつけられ、耕作を続けていくことが難しくなる
可能性があります。新規就農のための研修を十分に行い、借地での実績を積んだ後
に農地取得の道を開くなど、慎重に考えていってもらいたいと思います。以上で終
わります。  
○岸座長 どうもありがとうございました。それでは次に、カゴメ株式会社の佐野
さん、どうぞよろしくお願い致します。  
○佐野 今、お隣の市村さんの方から企業が農地を取得するということにつきまし
てのコメントを頂きまして、どういうふうにお話しを切り出そうかなと思って、ち
ょっと考えているところでございます。まず、お手許の、農林水産省の方からご用
意されました資料に、民間出資型というふうにございますが、この資料をお作りに
なられたのが多分半年ぐらい前だと思います。それから少し変わっているところだ
けご説明を致します。現在、従業員が７名に増えました。ピーク時には、農作業を
委託して頂いている方が６０名ほどございました。一作目が終了致しまして、右に
ございますトマト生産計画、平成１７年度目標２億８千９百万円に対しまして、初
年度、２００２年に、約２億６千万円の売り上げの実績をたてられました。そうい
う意味で、農業生産法人（有）世羅菜園の経営は、ほぼ営農計画どおり、若干それ
を上回るペースで無事に一作目は終わったということで、私も内心ホッとしておる
ところでございます。ここには書いてはいませんが、カゴメと、農業生産法人
（有）世羅菜園と、私ども食品産業との関係の中で、出資及び技術提供ということ
だけになっておりますが、現実は農林漁業金融公庫様からＬ資金をお借りしたし、
短期資金につきましてのある種のファイナンス上のお約束といいますか、責任とい
うものの一端を私どもが担うという形で、現実には事業の立ち上げが行われたとい
うことを、連携という意味の中で、一つ追加をさせて頂きたいと思います。  
      それから、三点ほど申し上げたいと思います。申し上げます内容はこ
こにございます世羅菜園のような大規模な施設園芸、５０人とか１００人とか２０
０人を雇うような、そういうものについてのみお話しをさせて頂きまして、私ども
が現在、個人の農家様ですとか、ＪＡのグループ様ですとかと単年度で契約をし
て、企業と農業の連携をやっております。このことについては、全くこういった面
とは違うという意味で、あくまでもそういうことをやりながら、一方で企業側のこ
とについてお話しをさせて頂いたいと思います。  



      第一点が、法律で農外企業からの出資を１０％以下に規制されている
ということを撤廃して頂きたいというのが、私どもの意見でございます。もちろん
それは、経営の責任を果たすことが現実問題なかなか難しいということでございま
すし、それ以外のいろんな法人の動きにつきましては、いろんな形で現実的な対応
が可能かと思います。やはり１０％の出資制限、今までの議論の中にもございまし
たが、ここについての新たな展開はできるんではないかと、特にこの大規模な農業
につきまして。  
      二点めが、こういう大規模な施設園芸農業を実施するためには、２０
ｈａないし３０ｈａ程度の真っ平らな農地が必要でございます。この場合に、相当
期間の賃貸借の権利設定のようなものが確保できると、企業側としては非常にやり
やすい。農地を取得するというふうな希望は全く持っておりません。利用の、２０
年なら２０年の見通しが立てば、そこに自らのリスクでアグリビジネスを展開する
ということが可能であろうというふうに思っております。なかなかそれができにく
いという状況でございますので、その辺のことは排除といいますか、できやすくな
ればいいかなと思います。  
      最後、三つ目は、これまでの２点について現実問題として実現は難し
いということになりますと、やはり国際競争という観点からも、消費者へ安全・安
心なものを届けていくという観点からも、農地以外のところでやらざるを得ない。
土を使いわない施設園芸、ある種工場的な、工業的な側面を持った施設で農業生産
をやらざるを得ない。そういう意味では農地法の規制のかからない、農業生産法人
という規制のかからないところでやらざるを得ないという選択肢も、お客様に届け
るためには必要だというふうなときに、これは現在の農地法の観点からどのような
意味が出るのかなということについての意見といいますか、そういうことが実現で
きるとありがたいなというふうに思いまして、以上三点お話しを申し上げました。  
○岸座長 大変具体的にありがとうございました。それでは次に全国農業会議所の
柚木さん。  
○柚木 全国農業会議所の柚木でございます。お手許の方の資料の４ページから、
今まで組織で積み上げてきた意見について整理しておりますので、何点かポイント
だけ検討項目に即してお話しをさせて頂きたいと思います。  
      一つは農地の利用集積の関係でございますけれども、先ほど経営者の
方からもお話しがありましたように、認定農業者等の方にできるだけ面的集約して
いくことが一番大事だと思っております。そういった意味での推進を、農業委員会
組織としては全力を挙げてやる必要があろうかと思っております。その場合に、や
はりそれぞれの農地が個人的な資産ということもございまして、なかなか先ほどの
お話しのように農家の方だけの努力では進みにくい面もございますので、できるだ
け農場型に農地を集めていくような、それを誘導していくような施策の推進も含め
て対応していく必要があるんではないかということで、ここに書いてあるような、
農場型の利用集積を推進するための事業等を仕組むこともお願いしながら自らも取
り組む必要があろうかというふうに思っています。  
      それともう一つは、これまでのこの懇談会でも議論となっているよう
でございますけれども、いわゆる耕作放棄地が相当出てきている。また今後も相続
等の中で増える可能性があるという中で、遊休農地を持っていらっしゃる方々の一
定の責任というものについても、一歩踏み込んだルール化等の対応が必要ではない
かというふうに考えておりまして、今までは、農地を貸せば当然小作料が入ってく
るということでございましたけれども、借りてやっても採算が合わないところにつ
いては逆に費用がかかることになる。我々としては費用がかかるものについては、
逆に所有者が管理責任という観点から一定程度負担をするということも含めて、検
討する必要があるんではないかというふうに思っております。実際に現場でも、そ
ういうふうな形で動いていらっしゃる農業者の方もいらっしゃるし、また、それを
納得して農地を管理してもらっている農地所有者もいらっしゃる、という現実等も
踏まえながらそういうところをもう一歩進めることが必要ではないかというふうに
思っております。  
      それから市民的な農地利用のことでございますけれども、農業が持つ
いろんな特性を活かして、国民的な利用ということについては前向きに考えていく
必要があるというふうに思っておりますが、ただどこでもいいということではない
と思っております。地域なりそういうことをする場所については特定をする必要が
あろうかと思いますし、同時にその全体の地域なり一定の場所を管理していく管理
者をきちんと定めていく必要があるんではないかというふうに思っております。そ
ういう意味で、そういうことができる農地保有合理化法人等を核にしながら、市民



的な農地利用を市民農園といいますか公園的な意味合いを持ちながら管理をしてい
くような体制をつくっていくことが必要なのではないかと思っております。その中
で、新規就農としてやっていこうという人が生まれるのであれば、そういう人を支
援し、育成していく道は既に開かれているわけでございます。市民的利用という観
点から一定のエリアと管理者を特定して対応していくことを考えていってはどうか
と思っております。  
      また、農業生産法人等についても消費者参加型の農業生産法人がいく
つか出現しておりますけど、そういったものを更に進めていく。遊休農地の解消の
観点から、農業委員会等がボランティアを募集しながら対応しているような地域も
少しずつ出てきていますが、そういうことを契機にしながら、もう一歩進んで、そ
ういう農業生産法人と消費者の結びつきを強化していく取組を考えたらどうかと思
っております。  
      ６ページ以降は、農業委員会の組織の話もこの懇談会のテーマにもな
っておりますが、その組織活動等についてでございます。農業委員会の組織活動に
ついては、昨年の会長大会で改革プログラムを自ら作り、それを踏まえた具体的な
取組ということで、とりわけ農業委員さんについては各地区担当を決めて、先程来
お話しがありましたように認定農業者等のニーズ等をキチッと踏まえて、現場で汗
をかいていくという取組に重点を置こうではないかということで進めていることを
御報告させて頂きます。  
      また、今年、第１８回の農業委員の統一選挙がございまして、女性農
業委員等を倍増するというような形で取り組みまして、いろんな多様な人材で構成
する農業委員会という意味では一歩前へ進んできているんではないかと思っており
ます。これから更にそういう点も強化していく必要があろうかというふうに思って
おります。  
      ８ページ以降につきましては、農地制度の見直しの論議がいろんな場
で進んでいる中で、農村現場、とりわけ農業を一生懸命やっている方から我々のと
ころにも直接電話等でこれまでの政策の方向が大きく変わってくるのではないか
と、認定農業者になったんだけど、どうも先行きが非常に不安になってきたといっ
たような声が相当出ております。我々としてはその声を踏まえて、今の検討されて
いることについて新聞等で極端な報道もされておりますから、その点についての懸
念の表明を農水大臣にも、申し入れをしたところでございます。それから、また
我々農業委員会組織自らも、現場の農業者の声を踏まえた制度の有り様について自
ら検討を積み上げていくということを８ページ、９ページに載せています。今現
在、農業委員会の現場から農業者の意見も踏まえた研究を積み上げておりまして、
９月の上旬には全国にあげて頂くということで、１０月の始めを目途に組織として
の意見を踏まえた論点整理といいますか集約をしていく予定にしているところでご
ざいます。以上で終わります。  
○岸座長 はい、ありがとうございました。それでは全国農協中央会の松岡さんよ
ろしくお願いします。  
○松岡 全中の松岡でございます、よろしくお願い致します。資料の方は、農業委
員会の後ですので、１０ページからでございまして、『「食」と「農」の再生プラ
ン』の推進に対するＪＡグループの取組についてでございます。別途冊子があるん
ですけども、この『「食」と「農」の再生プラン』の提言が出ましてから、組織討
議しました。私ども、民主的運営というのを協同組合の原則としまして、組織討議
するんで、時間とコストもかかりますし、組織討議の功罪も一部なきにしもあらず
なんですけども、組織討議を丁寧に致しました。  
      １１ページからありますように、「経営の法人化で拓く構造改革につ
いて」ということで現状なり課題なり、そこに書いてあるような点で組織討議をし
ました。特に、現場の方から、今、全国農業会議所の方からもあったわけですけど
も、１２年の改正での附則において、まあ５年間様子を見てみようということにな
っていたのが、早速にこういう議論が出てきたということで、かなり生産現場で戸
惑いがあります。私どものスタッフ内であれば冷静な議論もできるんですけれど
も、組織代表を含めますと結構こういう制度問題というのはセンシティブな問題で
ありまして、すぐ組織が固まっちゃうみたいなところがありまして、なかなか難し
いところがあって、その辺がさっき言った民主的運営の功罪の一つかと思っており
ます。拙速な、十分な検証がないままの議論というのは非常に危険であるし、そこ
はちゃんと押さえろというのが、組織からの意見です。  
      それと一方、我が方の取組としますと、第２２回の大会決議を踏まえ
まして、いろいろ取組をやっています。ＪＡ改革が遅いというのも実は再生プラン



の中でもご指摘頂いているんですけれども、１３ページの②のところでございます
けれども、私どもＪＡとしましても、担い手の明確化なり、あるいは合意形成、い
わゆる地域農業マネージメント機能ということの強化なり、あるいは法人支援に取
り組んでいます。また、一方ではＪＡ出資の農業生産法人という形態も、今、全国
で６０くらいの数まで活動している実態であります。とりあえず、私どもも反省す
るところがありまして、地域農業戦略総点検運動というのをやりました。これはＰ
ＤＣＡサイクルを私ども農協の営農現場にも取り入れようということで、まず自ら
がインコースが弱いのかアウトコースが弱いのか高めが弱いのか低めが弱いのかと
いうことを、自らの営農の力量をチェックしようと昨年行いまして、その中でやっ
ぱり結果として出ているのが担い手対策、ひいては農地対策が弱点という結果も出
てきておりまして、これらの私どもの今の農協の営農指導の足りないところについ
ても更に反省を活かしながら品質改善をやっていきたいなというところでありま
す。  
      それと、この場では特に特区の話は有識者懇談会ではどういう議論に
なるのかちょっと私も正確には存じ上げないんですけども、特区の話についても１
４ページ以降、懸念されるところということで出しているところであります。  
      それと１７ページが、先般８月２７日に、この秋口からの米政策検討
なり、あるいは概算要求が決まったばっかりですけれども、農業関連予算の確保等
について全国の代表者集会を行いまして、その時に決めた決議であります。今日の
この懇談会の関連するところでは１７ページの一番下の５番目でございまして、株
式会社の農業経営参入については、十分な検証・検討もないままに特区構想を含め
て拙速な法制度の見直しを行うことは、混乱を招くことで容認できないということ
の決議になりました。  
      それと、１８ページの方は、この要請集会の時の要請内容でありまし
て、（１）は今申し上げたとおりでございまして、それと特区の方面についてもそ
うであります。農山村地域の土地利用については、地域住民・地権者の参加を確保
した上で、優良農地が確保され、良好な地域づくりがなされる枠組みを構築するこ
とということで、かなり抽象的ではありますけども、こういう要請の文章を決めた
ところであります。  
      総論的にこの辺で、説明を終わらさせて頂きます。  
○岸座長 はい、どうもありがとうございました。最後に、日本農業法人協会の中
園さんよろしくお願いします。  
○中園 法人協会の中園でございます。資料は１９ページ以降に入っております。
私ども、平成１１年の６月に設立されて、現在、４７都道府県に１,５５０会員い
る協会でございます。本日は特別な資料ではなくて、今まで毎年政策提案を私ども
やらせて頂いていますので、その中から本日の議題に適合するところを抜粋してお
持ちをしております。特にこの農地制度の議論があるからといって取りまとめた資
料ではございません。農業法人の経営の現場から常にいろんな課題が出されてい
る、それを踏まえて取りまとめた資料です。  
      具体的には、２０ページの（５）ですが、農業経営の法人化の推進、
経営体の体質強化、連携、ネットワークの構築が今後大事だろうということで、そ
の中で農業法人間連携という視点からまとめたところであります。いわゆるのれん
分け的な対応についてご検討頂きたいという部分でございます。ご承知のとおり、
集落や市町村を超えた農地集積も進んでおります。先進的な農業生産法人がいて、
隣町まで農地集積が進んできたと、そこに同様の農業生産法人をつくりたいという
場合、その町に既に中心となる農業者がいない、あるいは意欲がないという場合な
んか、隣町の先進的な農業生産法人が出資や経営ノウハウ、販売について一定の役
割を求められるというのが現状だということで、その先進的な農業法人の出資につ
いては、今現状ご承知のように４分の１、１０分の１に制限されている。この制限
を見直して欲しいという意見であります。  
      また、市町村を超えた農地集積だけではなくて、その法人に従業員と
して働いている若者を独立させて、のれん分けをさせたい、当人も独立したいとい
う場合です。農外の若者ですから当然に大きな資本を持っているわけではございま
せんし、先ほどお話がございましたように担保があるわけではございません。そう
いう能力がないという場合に、既存の働いていた法人が一定の出資をし、経営ノウ
ハウ、販売のノウハウを提供できるよう出資制限を緩和してほしいという意見が出
されております。当然、支配に関する心配ということはあろうかと思いますが、具
体的な経営の現場から出ている意見としてご検討を頂きたいと思っております。  
      また、その下段の部分ですが、環境問題を背景に耕種法人と畜産法人



が連携をしていくという場合の出資のあり方、４分の１、１０分の１制限をどう考
えるか。例えば、個別農家と大規模な既存の法人が共同放牧場を法人化したいとい
う場合に、出資割合をどうしていくか、また、例えば、既存の法人を含めて集落で
法人化をしたいという場合、既存の法人が大面積を利用していた場合の出資のあり
方というのはどう考えるのか、ご検討を賜りたいというのが各法人から出されてい
る意見です。  
      この提案をまとめるに当たり会員からＦＡＸで寄せられた具体的な意
見については、２１ページの下段の部分に記載しています。一番目は消費者の出資
割合を拡大する必要があるということで北海道の法人から寄せられていますし、そ
れから今申し上げましたのれん分けの問題については群馬の野菜の法人から寄せら
れています。会員により、また地域により、農業生産法人を設立する場合に出資と
いう形では支援をするけれども役員になりたくない、あるいは従業員としての協力
は年齢的にも難しいというようなお話しも聞いています。やはりこの辺は、今後、
構成員要件等を含めて検討を頂きたい事項だと思っております。  
      それから、もう一点は、一般の方からもご相談を受けています。例え
ば、今、長男が東京へ出ているんだが、親父さんが相当高齢で、何とか自分とこの
農地を守っているが、このままいくと不在地主になってしまう。何か良い方法はな
いかということがあります。このような場合に、地域農業をバックアップしていき
たいという一般市民の理解者はいるのですが、集落営農を法人化してもこれらの者
は構成員要件を満たせず、バックアップすることが難しいということがあります。
検討課題ではなかろうかと考えています。  
      以上、のれん分けの問題と不在地主の問題、ご検討頂ければというこ
とでお願い致します。  
○岸座長 はい、どうもありがとうございました。今の方々からご意見を伺う前
に、単純な質問がありましたら、まず出して頂けたらと思いますが、どうですか。
まず、農業者のお２人の方へのご質問、ご意見等お願いします。  
○神門委員 どうも今日はありがとうございます。市村さんにお尋ねします。特に
市村さんが言われた新規就農の問題ですが、土地だけでなく地力も守ってくれなき
ゃいけないというお話し、直接言及されませんでしたが、おそらく水のやりとりな
んかのこともあると思うんですが、また、例えば研修を受けた後、借地農業からス
タートするというのがいいんだというふうなお話しがあったんですが、そうだとす
ると多分、例えば大学生が農業へ就こうと思ったら、大学卒業してから２、３年く
らいは研修を受けて、そうして借地で経営をやって、本格的に取り組むには５年く
らいかかということになるんじゃないかと思うんです。何か他の形態はないのか、
あるいはそれくらいかかるのは仕方ないと思ってやるべきだというふうにお考えな
のか、その当たりちょっとお聞かせ願えますか。  
○市村 先ほど申しましたように、何をやっても厳しい時代だと思うんですよ。
今、リストラとかそういうふうに騒がれて、農業が見直されてきていますが、いざ
やってみますと、なかなか経営的にも資金的にも思うようにいかなくなるという感
じがします。そうして経営的に行き詰まって農地が農地でなくなるような恐れがあ
るのかなと感じますので、述べさせてもらいました。  
○神門委員 助走期間、５年間位は必要ですかね。  
○市村 いや、３年もすればおおよその見当はつくと思うんですよ。  
○岸座長 他の方どうですか。堀口さんどうぞ。  
○堀口委員 お２人に質問なんですが、お２人とも経営の法人化をお考えになって
おられますよね。その場合の法人化のメリットといいますか、今の経営と違って法
人化する場合の具体的なメリットをどこら辺に考えているのか、ここを一つ教えて
頂きたい。  
      それから法人化して、農地を購入して規模拡大した場合に、新しく作
った法人にその農地を所有させるというふうにお考えかどうか、それとも資産とい
う点では農地についてはむしろ個人の形で持っている方がいいのかどうか。また、
法人に農地の所有権を持たせるとした場合に、そのことが結果として後の経営の継
続性ということに何か関わるかどうか、そこを少しお２人に教えて頂ければと思い
ます。  
○岸座長 じゃあ、板垣さんからよろしいですか。  
○板垣 実は法人化は考えております。何で法人化をするのかというお話しだった
と思うんですが、私の場合、実は法人化に対するメリット、魅力はあまり考えてな
かったんですね。と申しますのは、法人化していない今でも、就業規則を定め、例
えば休日を設定し、時間外なども設定しながら、そういったときの給料体制を仕組



んでいますので、即法人化にしてどうのこうのということは考えてなかったんで
す。  
    しかし、今、この時代は、農業者が自ら生産からマーケティングまで全部
を手がけ、そして所得を増やしていくということが必要な段階である。この場合、
その取り引きする相手との交渉が必要となります。その中で、あなたのところは個
人なの？あるいは法人なの？と尋ねられる。どうしてですかと伺いますと、法人格
を有する組織との取り引きなら、我が社の社長も取引をしたいと言うんだろうけれ
ども、個人や、任意のグループによる栽培では誰が責任を負うのという話になっ
て、受け入れられてもらえない。やっぱりこれは法人化を考えるべきだろうと最近
は思っております。  
○岸座長 じゃあ市村さんに、先程来のことをお伺いして、それから二点目を後で
お２人に。  
○市村 私のところは家族経営でだいたい延べ４５ｈａ、そして味噌加工ぐらい
で、だいたい限界だと思うんです。土地利用型、稲麦大豆だけではどうしても１２
月から２月くらいまでヒマなものですから、シルバー人材を年間５０人くらい使っ
ているんですけれども、常時雇用を確保するということはできない。味噌加工がう
まくいけば年間を通した雇用ができるという考えを持っています。それで仲間２名
とともに機械利用組合を作って、共同作業によってここまで来たわけです。それ
で、なぜ法人化を考えたかといいますと、やはり我々、土地利用型で経営規模拡大
しますと、みんな健康なときばっかりではないと思うんですよ。そのうち誰かが具
合悪くなったらばったりいっちゃうという感じもするんで、そういったところに法
人化をすればスムースにいくのかなと考えておるところです。  
○岸座長 よろしいですか、じゃあ二点目ですね、板垣さんから恐れ入ります。  
○板垣 それでは二点目はですね、法人化したときに法人として農地を取得するの
か、そういう話であったかと思うんですが、私は、これは取得してもいいのかな、
できれば取得していきたいなと現時点では考えております。例えば、株式会社でも
有限でもそうなんですけども、融資を受ける際に担保する物件がないと、融資を受
けられない場合がありますよね。そういったことを考えると、やっぱり担保物件は
必要なんだろうなあと思います。別にそれはそこの構成員が農地を取得して会社に
貸してもいいでしょうし、誰かの土地を借りてもいいんでしょうけども、会社自体
が融資を受ける場合になると担保物件が必要となるのではないか。そのためには、
農地の取得も考えていかないことには、力強い経営体というものにはなりきれない
のかな、そんなことを考えています。以上です。  
○岸座長 市村さんいかがですか。  
○市村 私は平成１０年から今年もそうなんですけども、農業公社の暖かい制度が
ありまして、５町歩ほど倅の名義で購入することになっています。それで法人化し
た場合には、私の考えでは他の仲間の人とともにやろうかと思っているので、そう
いった場合には、法人化した場合には法人の方の名義で買いたいなという感じはし
ています。  
○岸座長 それじゃあよろしいですか、はいどうぞ楜澤さん。  
○楜澤委員 関連するんですけれども、それぞれ法人化と言われましたけど、具体
的な法人の形態についてはどういうふうにお考えになっているでしょうか。特に市
村さんの場合には、もう既に機械利用組合を設立されて、おそらく一緒にというの
は、組合のメンバーと一緒にということじゃないかというふうにも思ったんですけ
れども、その場合、農事組合法人にされるのかそれとも有限、あるいは株式会社、
どの形態を選ばれるのか、これは板垣さんも含めて聞きたいと思います。  
○岸座長 どんな形を考えておられるかですね。  
○市村 私の場合はそこまで考えて無くて、もう農家の主体は倅がやっていますの
で、倅らがやるのかなという思っています。あとの２戸も平成１２年までは後継者
が他の職業に各々勤めていたのですが、１３年の４月から会社を辞めて農家として
頑張っております。そのために利用権設定が進んでいなくて、麦、大豆の作付け地
を期間借地として借りています。私の場合は前からやっていますので、９戸くらい
の農家から借りているんですけれど、あとの２人は３０戸くらいの農家の人から借
りています。だから効率がものすごく悪いんですよ。だからそういった点をこれか
ら整理して進まないといけないのかなという感じがしています。  
○岸座長 板垣さんはどんなお考えですか。  
○板垣 農事組合法人ではなくて、もしやるとすれば有限か株式かと考えておりま
す。今は法人格を有していないわけですから、どうするのかという話になるんでし
ょうけれども、考え中です。例えば株式であれば、消費者も入ってこれるような会



社にしたいなあと思っています。何でそうなのかといいますと、私どもの作ってい
る食料の位置付けを、生産者と消費者が一緒になってやっていければいいのかなと
思っています。それは大言壮語するような形になりますが、量でも価格でも国内農
産物は輸入農産物にかなわないのかなという気がしてならないんです。じゃあどう
すればよいのか。  
    何で我々は生きていけるのかなと思ったら、やっぱり食料の位置付けがき
っと必要なんだろうなと考えております。そういった意味では、確実に位置付けが
得られるもの、それは消費者の経営参画だと思うんですね。株式についてはそうい
った形で消費者をも巻き込んだ法人設立ということが考えられます。先程来の資料
の説明の中で全国で２７の株式があるというお話しがありましたが、新潟県ではま
だ株式形態の農業生産法人は誕生していない。片田舎で私が株式をやるよといった
ときに、つい昨日まで農業委員会、指導農業士会あたりで株式の参入大反対の決議
をしてきたわけでありますから、そのメンバーが私が株式をやるといったら、これ
は山へでもこもらないとやっていけないかなということがあります。その辺を考え
ると、とりあえずは有限なのかなと。有限は、その限りではないんだろうと思うん
ですけど、社員５０人までが限界ですよね。そういった意味から考えると、私の経
営ばかりではなくて、一集落一農場というものを考えられている方からみると、大
変なところがあるのかなと思います。私の段階ではまずは有限かなというふうに考
えていますし、でも株式になったらこういうことができるから、そういうときはこ
ういった形に持っていきたいんだよというところまで考えていきたいと思います。
以上です。  
○岸座長 それじゃあですね、すみませんけどあとでまた農家の方に戻りますん
で、ちょっと他の方々にもお伺いしたいんで。じゃあ原田さん。  
○原田委員 あるいはあとの方がいいかもしれませんが、今法人の話が出てきたの
でお伺いしたいんですが、板垣さんのお話の中で、神林村には有名な法人もあるん
だけれど、しかし法人の設立がそれほど進まないというお話がございましたね。他
方で板垣さん自身はもう法人に近いような企業的な経営をやりながら、現在まで踏
み切られていなかったと。これから設立されるのかもしれませんが、そのモデルケ
ース的なものがあるにもかかわらず、そして法人化、法人化という政策の旗振りも
あるにもかかわらず、株式会社は別としましても、なかなか法人化が進まない。そ
のことが後継者なり若い人たちの農業への就農にもネックになっているというお話
があったと思うんです。そこのところ、なぜそうなのかということをお伺いできれ
ばと思います。同じような問題を、もし黒磯市の方でもあるようでしたら合わせて
市村さんの方からもコメント頂ければと思います。  
○板垣 実は、私どもの村には先ほど申し上げましたように、非常に有名な法人が
ございます。何で法人が他に出現してこないのかなというふうに考えてみますと、
概ね兼業農家なんですね。これ全国的にそういうことなんでしょうけれども、非常
に基盤整備が行き届きまして、要は単位面積当たり労働時間がどんどんどんどん下
がっていく。当然、兼業にはもってこいの状態になるわけであります。集団転作に
ついてもそうでありまして、集団転作についても当番制を敷きながら農作業に当た
っている、例えば転作でなくても、水稲の防除についてもそうですけども、そうい
った形で十分対応しきれる。要はいろんな形で集落ぐるみと申しますか、集落営農
という形で進めてこられました制度に、すっぽりとはまってしまったのが兼業農家
存続型の組織であります。これが多分私どもの実態なのかなと、全国的にも多分そ
ういったところがあるのかなと思うんです。なかなか、通年した仕事を確保した
り、あるいは労働力を確保する、収入を確保するというところまでいけないという
現状がきっとそこにあるのかなと思っております。それは実態なわけであります
が、じゃあお前はどう考えているんだという話になりますと、多分そういった任意
の生産組織がいつまでも続くとはこれは到底考えられません。その中の組織でも、
高齢化あるいは突発的な事故による経営の移譲、第三者に委譲することを余儀なく
される場合に、じゃあ誰が受けるのか、組織自体が受けてかわりばんこに管理をす
るなんてことは到底不可能なわけでありまして、きっとその中には核となる経営体
が必要になるんだろうなと思っております。ですから、現段階では任意の生産組織
については核を育成することがまず第一番の急務かなと、それがないと必ずやその
組織はつぶれてしまう。そんな気がしてなりません。私どもの場合は、実は集団転
作という事業が始まる前から個別で専業でメシ喰いたいなということがありまし
て、経営に邁進してきたわけでありますので、どっちかというと、そういった任意
生産組織とは経営体を異にしております。私どもの地区では、こういった任意の生
産組織がかなり多いという実態であります。でありますから、勢い法人化の方向に



はむかわない。組織はあるのに法人化に向かわないとは何事だということを先ほど
冒頭申し上げましたが、兼業にはぴったりもってこいの組織になっているというの
が実態です。それを何とかしたいと私どもは思っておりますし、多分その中である
程度の規模の参画者の方も同じように思っていると思うんです。  
    それを、何でそういうふうにならないかというと、個人的な支援というの
はなかなか行き届いていないんですね。法人化へ向けたいろんな例えば条件支援も
あるでしょうし、経済支援もあるんでしょうけれども、個別経営体に向けての支援
がなかなかわからなかったり、なかったりというような面がありますので、伸びて
いけない。そういうのが実態でしょう。  
    いずれにしても、その方々も兼業農家なわけですから、ずっとこのままで
やっていればそこそこメシは食える。「ダメになったときに考えればいいんだし、
俺がやめるときはあいつに貸すんだ。そんなの決まっていることだ。」みたいな、
そんな話をされてしまう。地域の合意形成を図ろうとしても、合意形成という言葉
を出した途端に、「そんな文章にする必要はないんじゃないか。始めからわかって
いることだ。当たり前のことを明文化してハンコを取りまとめるとは何事だ。」
と、逆にそういう言い方で断られてしまう。これ、ご理解できないかもしれません
が、そういった実態であるのも確かです。多分原因はそこにあるかと思います。以
上です。  
○岸座長 市村さん何かございましたら。  
○市村 先ほど申したように、うちの方で法人化になっているのはまだ少ないんで
すけども、それをみてみますと、酪農関係が何件かと、あと野菜関係。それをみま
すと年間を通じて仕事があるんですね。我々土地利用型では、先ほども申しました
ように１２月から２月くらいまでは本当にヒマな時期になっちゃうんで、この時期
になんかやることを考えないと、みんなが一致団結してということにはならず、法
人化は進まないのかなという感じがしています。  
○岸座長 またあとで戻ることにしてですね、今度は企業代表みたいになっちゃい
ますが、佐野さんにいろいろご質問なりご意見なりを出して頂きたいと思います。
どうぞ。  
○田代委員 先ほど一企業の出資制限、１０％ですね、これがクリアできないと、
さきほど経営責任が果たせないというお話だったのですが、もう少しその辺を具体
的にお話し頂けると。  
○佐野 世羅菜園に参加する前に、茨城県の美野里町で、私どもの１００％の固定
資産といいますか設備投資で１.３ｈａのハウスを建設し、農業生産法人の方にリ
ースをしています。今回、お手許の資料にあります世羅菜園は、農業構造改善事業
との関連でその枠組みの中で、地域のマスタープランのもとに始めたものです。現
在、第三期の、三つ目の同じような大規模なハウス事業を四国で始めております
が、これらの取組の方法はそれぞれに違っております。経営形態が違うものですか
ら、なかなか一概には申し上げられないのですが、一般論としまして、１０％以下
の規制となりますと、設備投資のプランをすること、販売価格を取り決めること、
資金繰りを実際にどうするのかということ、人事とか組織をどのようにするのかと
いうこと、これら企業経営の原点になる４つか５つのファクターについて、役員会
でキチッとした開かれた議論ができないということが一つであります。また、この
ことは、始めるときにキチッとしたプランを作りづらいということ、それから、プ
ランを創ってから始めましても、やはり市場の環境は、３年、５年、１０年の時の
経過で変わりますので、その時々においてこういう状態でいいのかどうかというこ
とを、それぞれ取締役会で代表取締役の社長が経営責任を持って決めて行くことが
難しく、企業経営をするには大きな足かせになってしまうということです。また、
一方で、事業を進めるためには、最初に、借り入れの保証という金融のリスクは負
わないとスタートできない。スタート後は、市場の変化に対する柔軟な対応が必要
である。しかし、役員会による企業経営というものができる体制にないと、これら
のことは難しいということです。  
    それから１社当たり１０％以下、全体で２５％以下の出資制限は逆にいい
ますと、農外企業以外が７５％出資することが必要となります。農業関係者の構成
員とか役員の方がある程度数が増えないと、投資できないということになります。
実際問題としまして、直接仕事に関わらない役員の方、非常勤で名前だけというふ
うな方が、農業関係者として多くを出資するということになりますと、役員会の健
全性からいいますと、あまり健全ではないなというふうにも思いまして、そこが二
つの理由であり、一企業の１０％の出資制限があるということが、やはり企業的農
業をやっていくための大きなハードルであります。  



    世羅菜園の場合は、販売について私どもの企業における重要性が高かった
ものですから、債務保証もしながらスタートができました。でも、実際には、私ど
もも役員会がありまして、その先には株主総会がありまして、ＩＲといいますか、
一人一人の株主の方に対する説明責任もございます。企業の内部だけの経済合理性
といいますかそういうことだけで物事は進められませんので、やはりオープンにし
ていくためには、これからどんどんこういう形を増やしていきたいんですが、そこ
がなかなかこれが続くと難しい、ということがございます。  
○原田委員 関連しまして、今のお話を理解する上でお伺いします。要するに出資
比率が１０％以下であると、株主総会での議決権の問題には直接反映しますが、他
方で、取締役をどう選び、取締役会に誰がどう入り、決定権を持つかということと
は直結しない。農業生産法人の構成員の制限もありますけれども、いわば会社の従
業員としての取締役であれば、出資制限の問題とは別のところで機能することが可
能なわけですね。そこのところがどういう構造になっているのか、ご説明頂けます
か、つまり役員会がうまく動かない、うまく責任を持って判断できないというご説
明であったと理解したのですが。  
○佐野 正直言いまして、よくわからないんですこの仕組みが。構成員要件と役員
要件ということが非常にわかりづらいです。ということでキチッとした回答ができ
ないかもわかりませんが、やはり役員会というか社長が経営の責任を持つ、その社
長は、私の理解では構成員でなければならないと思うんですが、構成員は直接農業
をしているか、地元に住んでいるか、土地を提供した人かという要件がございます
よね。一方で、企業に籍を置きながら、例えば私どもの役員なり社員が新たな現地
法人の農業生産法人の代取とか役員になれるのかどうか。県とか市で聞いたら、い
やそれはできないので、会社を辞めて住民票を地元に移したらいいよと。そういう
ことをやってもいいけど、形だけ整えればよいということでもない。最終的には責
任を持つリーダーが明確に確保できなかった。そこは株主の構成の問題と役員会の
問題、そうはいいましても役員会の意思決定というのは株主の意思にある程度左右
されますので、依存はされています。そういう意味で、我々からみると不透明であ
る、そういうことになっているかどうかわかりませんが。  
○原田委員 わかりにくいというのもおそらく実感としてあるのかなということも
思いながら聞いているんですが、現実に、社長なり取締役なり重要な意思決定をす
る役員会の構成は、カゴメの会社側からでている人と、そうでない人というのがど
うなっているのかということですね。この資料をみますと構成員は農業者３名です
よね。  
○佐野 世羅菜園には、私どもから誰も役員は送り込んでいません。  
○原田委員 それは出資の点で、１０％以下だからということですか。  
○佐野 出資は１０％で、法人として１構成員です。３個人、１法人が構成員とな
っているというというところが、これなら農業生産法人として認めるからというこ
とで、まあその時の、地元のご指導です。  
○原田委員 地元の、設立時の指導としてそういうふうに聞いたということです
か。そうすると、世羅菜園には役員としてカゴメからは誰も行っていないというこ
とですか。  
○佐野 技術的には、例えば技術の指導とか、マーケティングとかいうことで殆ど
毎日のように行っておりますが、それはあくまでもカゴメの社員として指導してい
るだけで、そこに籍は置いていません、組織の中には。それは最初の美野里菜園も
同じでございます。  
○田代委員 要するに法人として構成員の一員となっているけれどもその法人代表
等々が実際にそこに参画をしないという話と、それと１０分の１という話とは別の
問題ですよね。  
○岸座長 他の方よろしいですか、じゃあ神門さんどうぞ。  
○神門委員 今の、地域からの指導ということがあったのですが、まあおそらく農
協か農業委員会じゃないかと思うんですけれども、先ほどの、まとまって平場で２
０ｈａくらい欲しいという話、そういうことであるならば、農業委員会を活用すべ
きではないのか、地域農業のために活動するのは農業委員会の義務でもあるという
ふうに考えるんですが、そのあたりはどうお考えでしょう。  
○岸座長 佐野さんいかがですか。  
○佐野 ちょっとご質問の意味がよくわからないんですが、この地域のことではな
くて、別のところで、多くの地主の方の意向調査を踏まえて、農業公社で同意を取
りまとめまして、それを私どもと長期の賃貸借契約を締結して、そこに設備を作っ
て事業を興していく、というふうなケースがございます。  



○神門委員 佐野さん自身が農業委員会などに入っていって、地域の利用計画と
か、流動化とかそういったものに関与しようというお考えはありませんか。そうす
べきではないかと気もするんですが。  
○佐野 それは今までやっておりませんし、考えてもおりませんでした。やる、や
らないという意思の問題ではなくて、必要かどうかも含めて検討しておりませんで
した。  
○岸座長 それじゃああの、時間の関係もありますから、またあとで戻りますけれ
ども、今度は団体の方三人、これから団体の方々にご質問、あるいはご意見を少し
出して頂けたらと思います。どうぞ、どなたからでも結構ですよ。よろしいです
か、はいどうぞ、神門さんどうぞ。  
○神門委員 農業委員会の方に特にお聞きしたいんですけれども、現時点で農業委
員は、農民だけですよね。農業委員会は、農地の利用の仕方について決めるわけで
すけれども、実際には農地のことというのは地域住民、あるいはそこへ通勤する人
も関係がありますので、農民だけで農地のことを決めるっていうのは何かちょっと
おかしいんじゃないのかなという気もするんです。もちろん、選任委員がいるとい
うのはわかりますけれども、選任委員というのはまあお飾り、と言ったらちょっと
怒られるかもしれませんが、そういった要素はありますから、まず、その点。  
○柚木 まず、選任委員のことはご案内だということでございますけれども、そう
いう意味では農業者だけではないということが一つ。それから農業委員の選挙権を
持っている人、そして被選挙権を持っている人というのは、農地を１０ａ以上耕作
している、またはその人の同居の親族というふうになっておりますので、１０a以
上で、例えば兼業の方でも、当然選挙権は持つということになります。その地域で
農業だけをやっている人の委員会ということではなくて、今で言えばこれだけ兼業
化が進んでおりますから、そういう意味ではその地域で農地を持っていない人は別
でございますけれど、ある程度農地の比重、農業の比重が少ない人の意見も相当入
ってくる委員会にはなっているというふうに思っております。  
○神門委員 逆じゃないかという気がするんですけど。というのは、兼業に出てい
れば、たまたま、そこそこの面積さえ持っていれば、実際には生計は隣の村でやっ
ていても、農業委員会になれちゃうわけですよね。逆に、その地域に相当深くコミ
ットしている人でも、田んぼや畑がなければ一切農業委員会にコミットできない。
そうすると、かなり先祖伝来、農地改革以来、その地域の顔になっている人だけが
意思決定をしているということになりかねない。先ほどの農業者の方からも、ある
いは生産法人の方からも話がありましたが、実際に今農業をやろうと思ったら、隣
町との調整も必要なんであって、そうすると、今みたいに市町村だけで、たまたま
そこにそこそこの面積を持っている人たちだけでというのは、かなりいびつなグル
ープじゃないかという気がするんですが。  
○柚木 選任委員も含めて考えた時に、我々としてはそういうふうにはなっていな
いと考えます。それから、実際に選挙で選ばれた人と、選任されて選ばれてくる
方々というのは、相当地域に精通された方が選ばれてきているというのが実態と思
います。もう一つは、特に今回なんかの選挙なりをみてみますと、女性の方とか、
それから新規就農で入られた方とかも、相当は入られてきているのが実態になって
います。これらは、ある意味では組織としての運動論的な面もあろうかと思うんで
すけど、そういう取組はしています。だからあと制度論的にどうかということにな
れば、これだけ要するに混住化したり、地域に住んでいてなおかつ農地なり農業に
ついて非常に関心の高い方の意見をどういうふうに反映させるかということについ
ては、議論はしていかないといけないと思います。  
○岸座長 はい、ほかの方いかがでしょうか。はいどうぞ、どなたでも結構で、は
い。  
○田代委員 法人協会の中園さんに伺います。２１ページの最初のマルの消費者の
出資割合を拡大する必要という、これは要するに消費者がたくさん入ってきて欲し
いということなのか、それとも消費者の出資金を拡大する必要があるというお話し
なのか。たくさんの消費者に入って頂きたいということであれば、出資を少なくす
れば入ることができるわけですよね。その辺はどちらの、あのご本人のお言葉じゃ
ないからわからないんですが、この意見を出された方はどういうお考えなのでしょ
うか。  
○中園 北海道の方で、３００ｈａくらいの面積をお持ちの方なんです。実際に
は、そういう細かい話はしていませんけが、消費者というよりも、地域の農業外の
人に入ってきてほしいというニュアンスを受けております。商店の方だとか、ある
いは親戚の方だとか、そういう方も一緒になって、町の農業を考えてもらいたいと



いう意識だと思います。先ほど一番最初に申し上げました、地域の農業の理解ある
方々という意味だろうと私は理解しています。  
○田代委員 確認なんですけれども、消費者の出資割合が４分の１、１０分の１以
上なければ困る、という話じゃなくて、むしろメンバーとしてたくさんの方々がコ
ミットして頂きたいと、こういうことだと思ってよろしいですね。  
○中園 申し訳ありません、そこは量的なことは聞いておりませんけれども。  
○岸座長 あるいは、この方以外の方で、何かそんなような意見を出されている方
がおられますか。参考になるかと思うんですけど。  
○中園 やはり幅広く、いろんな国民の方に支援を頂いた農業経営というものを目
指す方は、意見としては多いですね。  
○田代委員 例えば相模原市の青空農園だとか、市民と一緒に農業法人を作って、
それで耕作放棄地を復活させるだと、こういう活動もあるわけですね。確か、農家
の方、６人くらいで、それに対して１０何人の方が消費者といいますか都市住民の
方が参加されておられます。その場合に、出資割合の要件を満たすために、農業者
の方がたくさん出資をしなければならない。今のたくさんの国民、地域の方々のご
理解を得たいということになれば、そういうことは可能じゃないかなと思ってい
る。別に議決権だとか出資制限とは関わりなしに可能じゃないかなというふうに思
っておりますけれども。  
○中園 おっしゃるように青空農園さんなんかはそうされてまして、法律の制度が
そうだからそれに合わせたということもあろうかと思います。いずれにしても、今
後、販売だとか農業経営の展開を考えれば、単に作るだけではなく、生産に対する
理解者をどう増やしていくか、その信頼づくりが重要であり、先ほどお話しが出ま
したように経営参画というのが一つの最終的な手段であるということを念頭に置い
たご発言であろうと思います。人、モノ、カネ、情報があれば、モノとカネという
のは最後の部分、考え方としてはそういう方向性を目指している方がおられること
は事実です。  
○岸座長 ほかの方どうぞ。はい、じゃあ本間さん。  
○本間委員 農業会議所とそれから全中の方に伺いたいんですけど、双方の提案の
中で、あるいはご意見の中で、優良農地の確保ということをうたわれていますが、
このためにどういう方策が必要であるか、あるいは現行の農地制度を見直すとした
ら、優良農地の確保のためにどのようなことをお考えかお聞かせ頂ければと思いま
す。  
○岸座長 じゃあ柚木さんから。  
○柚木 一つは、やはりまとまった形で利用ができるようにしていくというのが第
一だと思っておりますので、そういう意味では、今、施策として進められている基
盤整備を徹底するということが一番大事だというふうに思っております。それか
ら、一定の整備をしたところについては、今度はそれをできるだけ利用をする方が
効率的にできるような形でまとめていくという仕事を、やはりキチッとやっていく
ということ。これは権利調整を相当するようになると思うんですけど、そこのとこ
ろをやはり一歩踏み込んでいく必要があるんではないかと。それによって、いわゆ
る優良農地といいますか効率的な利用ができるところについての活用が進むんじゃ
ないかというように思っておりますけど。  
○岸座長 よろしいですか、松岡さんじゃあ。  
○松岡 私ども同様の考え方なんですけれども、優良農地確保といっても、現実的
には我がＪＡも集落営農や農地保有合理化事業を通じていろんな取組をやってて、
力勝負の点もあるんですけども、総論的にいうとなかなか確保できない。特に最
近、法人なり大規模なところに農地集積しても、これだけ農産物価格が下落してい
る中で、法人化したところ、あるいは大規模化したところが、育成すべき担い手の
方が先に参っちゃっている状況になりまして、また、農地の出し手と受け手のタイ
ミングのミスマッチ、規模拡大すればすれほど農地が分散するなど、ことほど左様
にうまくいっていないという認識は持っています。しかし、いずれにしてもそれが
今からの課題でありますので、何とかしたいと思っているんですが、やはり現場の
法人化した農家なり、あるいは農協の営農サイドの人間としても苦労しています。
特に、ＪＡ出資法人等であって、あるいは農協が法人化支援をしてきたところで、
いわゆる土地利用型ということでやってきたところでも、今のままではメシが食え
ないんで、サイドビジネス的なところに手を染めざるを得ない。しかしそっちの方
でまた失敗しちゃってどうしようもない事例も出てきておるような現状です。  
    それともう一つは、今回のこの議論もそうなんですけれども、やはり新た
な基本法の中でいろんな数値目標も掲げて政策推進しているですが、そういった基



本法で定めたところの政策、いわゆる現状の農政展開がこういう規制緩和みたいな
話とか何か出てくると、それがデフォルメされちゃう。もちろんマスコミからいろ
いろ報道されるというのもあるんでしょうけれども、そうしますと現場における農
政の継続性とか、いわゆる基本法でいった理念のところに対する農政不信が生まれ
てきている。こういうことが、課題としてあります。  
○本間委員 基盤整備の行われた農地は、他の用途にも適しており、転用期待が生
まれる。一定の農地について、転用規制を強化して、永久農地を指定するという意
見についてはどうでしょうか。  
○岸座長 そこは農地でしか使わないんだと、そういうやりかたも一つ、まあ、ゾ
ーニングという言い方もありますけども。そのあたりについてご意見がおありでし
たら。まあ、賛成か反対かということですが。松岡さんはどうですか。  
○松岡 農地を農地として適正に耕すよう規制を強化するという、今の転用規制を
強化することは、現実的なことなのかなという感じの印象を持っています。  
○柚木 ゾーニングとして合意ができれば、それは一つの方法だと思います。今、
それを法的規制で全部やることについて、現実性は非常に薄い、現場の状況にして
みればそんなもんだと思います。ただ、実際には、権利移動の調整のところで、優
良農地を地域で残そうじゃないかとか、ここは有効利用するために認定農業者に是
非とも利用集積しようとかいう形で実質的に優良農地が守られている。こういう権
利移動調整の中で、実際的には進んでいるのではないのかと思います。それに、さ
らに新しい枠組みで、ゾーニングで、ここは永久農地だというふうに本当にできる
のかどうかについては、私としては現実性は薄いと思います。  
○岸座長 そのほか。じゃ、堀口さんどうぞ。  
○堀口委員 中園さんの２０ページと２１ページにかかることろで、よければ団体
の方からも、佐野さんからも意見をいただきたいのですが、２０ページのところで
すが、分社化・のれん分け等で新しい担い手を育成するために、出資割合を柔軟に
したらどうかという提案でございますよね。そういう意味では農業者を育てていく
という視点で提案がなされていると思います。２１ページのところですが、５０％
までは別の農業生産法人に既存の農業生産法人が出資できるようにしたらどうか
と。ここの持つ意味なんですが、ちょっと、極端なんですが、５０％というのは４
９％なのか、５１％なのか、どちらなのかが重要なポイントだと思うんですね。ど
ちらに経営権があるのかが重要な問題になってくるんではないのかと思います。一
般的には農地の転用、投機目的といった議論にかかわってくるんだとは思うんです
が、それはおいて、さきほどの佐野さんのところ興味深く聞いていたんですが、一
般論としてですね、いわゆる、作られたトマトを利用する、加工する原料を購入す
る立場からでの出資というのは、企業としては５１％のほうが望ましいというふう
にお考えになるかどうかですね。この点で海外に子会社を作って、その部品を母国
の親会社に持ってくる場合、価格設定をどうするのかということで、利益の移転の
問題がそこでおきているわけですよね。そういう意味での問題をどのように考えて
いけばいいのかと、ということも合わせて教えていただければと思います。  
○岸座長 ここからは、団体の方に限らず、全体の方々にしたいと思います。まず
は、柚木さんからお願いします。  
○柚木 法人協会が提案されていることですね。新しい人が農業に参入する道とし
て農業法人に就職して、そこから一定の経営、技術のノウハウを学んで、それを職
業として給料をもらいながら、そこから一人立ちをするという、ひとつの経営の継
承といいますか、後継者育成のシステムは大変重要だと思っています。そういう観
点で、出資制限がネックになるということであれば、農地法上の話としてやるの
か、経営改善計画的に、後継者育成の観点も含めて、一定の特例的な措置をとるの
か、ここは、検討していく必要があると思います。我々も否定するものではなく、
そういう人達がスムーズに経営の確立をしていくという観点でですね、地域の合意
も得られた形で進んでいくような手法を一つ考える必要があるのではないかと思い
ます。  
○岸座長 松岡さん  
○松岡 組織的には、こういった議論を、別に、否定するつもりもなくて、おおい
に議論していただければよいと思います。もう一つは、今、４９％と５１％の話が
ありましたが、いわゆる影響力なり支配力なりの理論の整理と、そもそもの資金確
保みたいなレベルであれば、私も、あんまり、スジがいいとは思わないんですが、
投資育成会社を創っての対応というのも、農林水産省としても法律制定をし、私ど
もの系統としても、金を出しつつ仕組みも作っていますので、そのへんの対応もあ
るかと考えています。しかし、いずれにしましても、のれん分等にしても、やはり



地域の農業者との利害調整、合意形成等の手続を踏まなければ、仮に支持されて
も、うまくいかないのではと懸念は持っています。ある程度の地域との合意形成な
り、利害調整というものが大前提になるというのが基本だと思っています。  
○岸座長 中園さんは、４９％と５１％はいかがです。  
○中園 具体的にこの意見をおしゃった方は５０％だとおっしゃっています。５
１％でもなく４９％でもない。お互いにのれん分けした人と同等の関係でやってい
きたいと言っています。もう一つの集落的な方、隣町で規模拡大をしてきた、そこ
で新しい法人を作りたいという議論になった方も、そう支配したい、１００％出し
たい、５１％取りたいという感じではありません。むしろ、新しい地区に、出資す
る方はおられるけど、そこで役員をして経営をしたいという方がおられないとか、
そういう趣旨もあります。支配したいというよりも、経営権を握りたいというより
も、どう支援をできるかというスタンスの方が強いようです。  
○岸座長 松岡さんどうぞ。  
○松岡 法人等で、自分のところで、大学を卒業され、新規参入された方を育て
て、のれん分ということで独り立ちさせるという取組みの円滑化を図るための措置
というのは、現場のリアルなニーズであり、検討に値するのかあと思っています。
抽象的な議論ではなくて、現場のリアルなニーズであれば、それはそれで受け止め
て、おおいに議論することが大事だと思っています。  
○佐野 既存の農業生産法人が新たにできる農業生産法人に出資、のれん分けすべ
きかどうかについて、私は基本的には、それは自由にやれるようにしていただきた
い。それが４９％か、５０％か、５１％ていうのは、あまり基本的に問題ではあり
ません。それは、その親となる既存の農業生産法人と、それから近隣の農業生産法
人の方との、例えば、取引の関係ですとか、負担の関係ですとか、リスクとデメリ
ットの負い方のそのスキームによって、自然と合意の上で決まるものであって、そ
れから、それによって、健全な関係が長期に続くべきだろうというふうに思いま
す。自由な出資を可能とする方がよいと言いますのは、例えば、世羅菜園の場合
は、３ｈａ、約２億５千万円の大きなトマト事業ですが、その周辺でトマトをやり
たいという個人の農家の方や、法人化したい方で取引をきちんとやってくれれば、
きちんと生産し、パックして出すという要望の方があり、それをきちんと会社で購
入するという関係が生まれる。そこを核にして、周りにどんどん新たな個人なり、
法人の広がりができて、おおきな農業の産地の形成という発展の可能性が生まれ
る。農業生産法人同士のネットワーク化、地域のネットワーク化、もしくは、地域
を超えたオリジナルなり、ナショナルのネットワーク化ということにも発展できる
余地があるかと思います。それから、１０％の出資の話の時の取引金額のことにつ
いての堀口先生からのご質問だったと思うんですが、例えば、私ども、買い入れ側
とそれから農業生産法人と、キロ３００円でトマトを買う、１パック２００円で取
引をしますということは、現在時点は、国の会計原則の連結決算の対象には今はな
っておりません。ただ、これから、だんだん相手が企業家になってきますと、当然
連結ということになってきます。今は、取引をしていまと、その価格は、市場の相
場、もしくはコストプラス、もしくは売値から逆算したなんらかの公正な移転価格
が認められる範囲でないと、国税から追徴課税をくらいますので、その範囲で我々
は価格を決めています。このことと、出資、すなわち、支配、被支配の関係とは、
私は、あまり関係はないのではないかというふうには思っています。  
○岸座長 ちょっと時間の関係もありますので、まだ、ご発言のない方どうぞ。生
源寺さんどうぞ。  
○生源寺委員 柚木さんにお尋ねしたいんですけど、農業委員会の運営でですね、
制度上は、総会や部会を公開することになっているんですけど、現実にはどういう
かっこうになっているかについて、あるいは、それについて、いろいろな議論があ
れば、ご紹介をいただけないでしょうか。  
○柚木 公開になっています。どなたが傍聴されても構いませんが、議場の混乱を
防ぐということもありますので、ひとつの大きな案件で多数の人が入ってくる時に
は、整理券を配って、それにより対応しています。そういうことがない所は、いつ
も傍聴者がいるということではないということです。  
○生源寺委員 佐野さんが、農地以外でやらざるをえないという選択肢もあるとい
うふうにおっしゃっていましたが、これは、額面どおり受け取っていいのか、そう
いうことを通じて、いわば、制度の限界を告発するという、そういうような意味合
いがあるのか、真意をお聞かせ頂きたい。  
○佐野 あの告発ではなくて、１０年、２０年という安定的な農業生産事業を行う
ためには、やはり、きちっとその見通しが立たないとこの状況では取組ずらいとい



うのが、今の私どもの判断です。それなら、そうではないとこでやれる状況がでで
くれば、例えば、構造改革特区の中で、あるスキームがととのえばやれるいんじゃ
ないか、おやりになりませんかという提案を県、市町村等からいただきつつありま
すので、真剣に考えてみようかなということでございます。ですから、対立軸とい
うことではなく、やはり複数のオプションの中で、一番そのときそのときのベスト
の判断をしていきたいと思っております。  
○岸座長 よろしいですか。  
○楜澤委員 柚木さんと板垣さんに同じことをお伺いしたいんですが。まず、全国
農業会議のペーパーの５ページに、消費者参加型農業生産法人設立等への支援とい
う項目がたっていますが、これは具体的に言うと、農業生産法人における出資制限
を消費者に限って緩和するというようなことを具体的にお考えになっているのかど
うか。それと関連しますが、最初に板垣さんが法人化をお考えになられる動機の一
つとして、消費者の経営参画を考えたいというふうにおっしゃいましたね、その場
合、お考えになっていることは、消費者のニーズを反映させながら、経営をしてい
くことが、いってみれば、食と農業の連携ということで、今後の農業のあり方では
なかろうかというふうにお考えになっているんだろうと思います。しかし、例え
ば、消費者がこういう時期にこういうものを食べたいとか、そういう具体的な要求
があって、経営参画をされて、その要求が生産者にはかならずしも受け入れられな
いというようなことがあった場合、どういった判断をされるのだろう。そういう心
配はなさらないんだろうか。ということも含めて、具体的にお伺いしたいと思いま
す。  
○岸座長 はい。それでは、板垣さんからよろしいでしょうか。  
○板垣 心配はしております。私が消費者も入れた中での法人化と申し上げました
のは、食の位置付けを 図るためには消費者を入れた中での生産が必要なんだろう
なと思ってたんですよね。さきほど申し上げたのは、量の議論だとか、価格の議論
だとかといったところから発展していって、当然、それじゃあ輸入農産物には勝て
ないじゃないか、そんなんだったら、消費者も入れた中でね、消費者の力もあって
こそ食料生産がなされるんだよというような形の組織を作っていきたいなあという
ことを申し上げたんです。それで、いろんな形の中で議論をしただいて結構なんで
すけども、例えば、耕種農家、畜産農家、耕畜連携の中でそういった形での栽培マ
ニュアルを消費者に提案していきますけど、生産者側から消費者側への一方的な提
案だけではだめなんで、消費者と一緒になって組み立てていくもんなんだろうと思
っています。具体的に申し上げますと、今、考えているのは、食物残さとか、畜産
の堆肥だとかを使った循環型農業をできないのかなということです。このために
は、行政による生ゴミの分別収集が必要です。現在、生ゴミは焼却場にもって行か
れて、今一番問題になっているダイオキシンの発生原因となっている。そのために
市町村は多額な予算を費やしている。予算を費やしながら、ダイオキシンの発生に
いそしんでいるというのは、おかしんですけど、そういった実態があります。であ
れば、きちんと資源を回すような形の中で食料生産をしてみたいなという発想なん
です。ニーズの問題はそのあとでででくることかとは思うんですけども、私のレベ
ルでは、まあ、そのへんの域を出ていないんですよ。  
○岸座長 市村さんは何かお考えはありますか。  
○市村 法人ということをやりたいという感じだけだったものですが、私の場合は
年間を通した作業が確保されていませんので、今後はこのことに取り組んでいきた
いと考えています。  
○岸座長 それじゃあ、柚木さん。  
○柚木 消費者参加型農業生産法人設立等への支援というのには、出資制限を緩和
するということまでは含んでおりません。ここは、まだ、消費者参加型の農業生産
法人、さっき田代先生から紹介ございましたけど、まだ、非常に事例が少ないもん
ですから、ここをまずはどんどん進めていくことが必要じゃないかということで、
まあ、これは、我々自身の努力も必要なんですけど。そういうものをもっとこう進
める手だてが講じられないか、もっと進めたらどうかというそういう意味合いで書
いております。  
○岸座長 ちょっと時間を超過しています。おいでいただいた方に、あまり、引き
延ばすのはご迷惑がかかりますので、あと二人だけということにさせていただきま
す。それでは、まず、原田さん、それから神門さんで終わりたいと思います。大
変、恐縮ですけど。質問は簡単にしてください。  
○原田委員 先ほどの佐野さんへの質問の続きなんですが、要するに１０％という
枠がどういう意味を持っているかということを教えていただきたい。先ほどの資料



を見ますと、資本金５千万円で、３人の農家とカゴメの１人が出資者ですね、そし
て、役員が何人いるのか分かりませんけど、その役員にカゴメからの出向者は、誰
１人も入っていない。その入れない理由が１０％しか出資できないからか、という
問題が１つあると思うんです。他方で、この事業費を見ますと１０億円の事業費で
国庫補助が５億円あって、残り５億円を借りているわけですよね。まあ、これをカ
ゴメが出したのか、銀行が出したのか、銀行から借りるとすればいずれにしろカゴ
メが債務保証しないといけない、おそらくそういうことになると思うんです。そし
て現実に、これだけの施設を回していくノウハウもカゴメ会社の社員の方にあると
思うんですよね。そういう状況にも拘わらず、役員に人を送れないため、役員会の
決定を安定的に、しかも最も効率的に、長期的な視点からやれない。これでは困る
から１０％枠をはずしてほしい。こういう趣旨の御発言だったんですが、それが１
０％の枠ということと直結しているのかどうなのかという問題なんですね。私はし
ていないと思うんです。例えば、法人制度の関係でいけば、４人の出資者のうち例
えば農家側の２人が役員になって、更にカゴメからの出向者も農業生産法人の社長
ないし取締役として役員に入っていても、なんにも法人制度には抵触しないと思う
のです。そうだとすると１０％の枠の問題ではない、別の形で、なんかやりにくさ
があるのか。ちょっとそのへんをお伺いしたい。  
○岸座長 佐野さん、お願いします。  
○佐野 ２年ぐらい前に、世羅菜園を設立するときの議論は、国庫補助事業を受け
るという事情もございまして、企業が農業に参入することについての社会的な反発
ということも考え、額面どおりの立場でスタートするということにしました。それ
は、地域の理解、合意形成を得やすいよう、企業がどんどん進出しているんじゃな
いんだということを示す、企業はサポーターであって、支援をする立場であるとい
うことを示すというねらいがありました。経営の主体は、現地の農業者が農業生産
法人の構成員であり、社長であるという形をとって、当時はそういう判断でスター
トしました。カゴメからの出向者が農業生産法人の社長になることが可能か不可能
かということについての法律的、制度的な議論は、いま考えますと、やっておりま
せん。ただ、当時の判断としては、あの広島県も、中四国農政局を含めて、これな
らスムーズに行くんじゃないかなというふうな、まあ、なんといいましょうか、そ
れは、みなさま方の、なんとなく指導というのか、ふいんきはございました。  
○岸座長 それでは、神門さん、どうぞ。  
○神門委員 板垣さん、市村さんにお尋ねします。さきほど、全国農業会議所、全
国農業協同組合中央会のほうが、永久農地のことについて地域の実状、地域の合意
を考えれば、たぶん駄目だろうというようなお話があったと思うんですが、２人
は、もちろん認定農業者であり、農業生産法人をしようとする方であると同時に、
まさに地域の農民であることから、永久農地という発想に対してどういうふうにお
考えか。おそらくそれと関連してくるんですが、どうも、２人とも、話の端々に、
二兼農家に手を焼いているというふうな、そういったとこがでできます。たとえ
ば、さきほど、私が、意地悪な質問をしていたんですが、農業委員会に農家以外の
人間をいれるとか、そういうふうな考え方について何かもし意見があればお話いた
だければと思います。  
○岸座長 じゃ、市村さんからお願いします。  
○市村 認定農業者が２００人程います。みんな規模拡大をやりたいんですよ。さ
きほど、認定農業者になってもメリットがないと言ったのは、農業委員会にいくま
でに相手が決まっている、農業委員会では、書類だけ取るだけなんですよ。私は早
くから規模拡大してきたからそれほど問題ないですが、今から規模拡大をやろうと
している人が、さきほども言ったように、３０人から借りるようになっているんで
すよ。ですから、もっと、農業委員会でしっかりしてもらって、調整をしてもらえ
ればいいのかなと思います。  
○岸座長 あのご質問の前の方の部分はですね、農地のある固まりをですね、永久
農地にするんだと、あるいは、半永久的といってもいいんですが。そういったこと
をするのは、どうですかという質問があったんですが。  
○市村 それについては、私は賛成です。  
○岸座長 いや、２人は難しんじゃないだろうかと言ってるんですよね。それにつ
いてはどうですかと言ってるんです。  
○市村 それは地域によって異なると思うんですよ。農振地域は農振地域で、永久
農地にしないと、やはり、いけないのかなと感じはしています。  
○岸座長 板垣さんはいかがですか。  
○板垣 永久農地については、確かに難しいところはあるかと思います。例えば、



減反政策、生産調整が継続されるのか、廃止されるのかによっても議論が分かれと
は思いますが、地区の中でゾーニングを設定しながら、永久農地として保存してい
くんだということは可能かと思うんです。ただ、そう簡単にいかないということは
目に見えていますけど。そういうゾーニングというシステムをうまく使えればいい
のかな思います。  
○岸座長 神門委員の質問は、なぜ、簡単にいかないかということ聞きたいんです
よ。  
○板垣 簡単にいかないというのはですね、例えば、経営体というのは、東京の企
業であるとすれば、１つの経営体がものすごい従業員をかかえて、ものすごい経済
的な資金を動かしているわけですけど、農村部にいったては１００戸いるとすれ
ば、その１００戸の地縁血縁で集落が形成されているわけですが、概ね１００戸が
農業経営体なんですね。今は、土地持非農家が増えましたんで、例えば、５０戸に
なったり、６０戸になったりしていますが、それにしても数が多すぎる。その中
で、今できている実態というのは、農業委員会に私は農地を転用目的で売りたいん
だというのがちょくちょく出で来るんですよ。そういった時点で、その地区に存在
する農地が歯がかけるようにポロポロ転用さてていくのではないかという心配があ
る。それが一番大きな問題だと思うんですよ。でも、システム的には、ゾーニング
して、やっていかなければならないのかなと思っています。  
    次に、農業委員に農業者以外が入ってもいいんじゃないかというご意見に
ついてですが、それにつきまして、農業委員会の優良農地をずっと残さなければな
らないという主たる目的からみますと、消費者、いわゆる農業者以外の方が農業委
員会に入らなければならない必要性があるのか、私は地域内で考えてみれば、今の
段階ではないのかなと思っています。これは、ケースバイケースだとは思うんです
が、私の地区では、今のところ必要ないのではないかと思っています。  
○岸座長 いくら時間があってもきりがない気がしますけども。だいぶ時間が超過
しましたので、本日はこのあたりで終わりたいと思います。６人の方々、大変、お
忙しいところ、長い時間おつきあいいただきまして、本当にどうもありがとうござ
いました。我々のこれからの議論の参考にさせていただきたいと思います。本当に
どうもありがとうございました。それでは、今後の会議の日程、その他につきまし
て、佐藤課長からご説明をお願いしたいとおもいます。  
○佐藤構造改善課長 本日は長時間のご討議ありがとうございました。今日までの
会合で検討課題についての一通りのご討議、あるいは、ヒアリングをいただいたと
いうことで、今後は、第１回会合でご案内致しましたとおり、この秋をめどに論点
整理を行うという方針に沿いまして、先生方からご提示いただいた論点にも、ある
いは、当懇談会でのご審議、さきほどのヒアリング内容や要望を踏まえまして、論
点整理のとりまとめを行っていきたいと考えておりまして、事務局では１０月まで
の間に、あと２回ぐらい、会合を考えているところでございます。  
○岸座長 先ほど、前にお願いしましたけど、論点整理ですね、根本的というか、
本質的といういいますか、そういった問題と、さし当たっての問題と区別して、こ
の次一つ提出していただきたいと、あらためてお願いしたいと思います。  
○佐藤構造改善課長 次回の資料の提出につきましては、座長の御指摘の点を踏ま
えまして、区分けした形で、整理していきたいと思います。次回の、第４回の会合
ですがね１０月３日、木曜日でございますが、午後２時からということで、進めさ
せていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。場所等につきまして
は、後日、また、事務局の方からご連絡を申し上げたいと思います。連絡事項とし
ましては、以上でございます。  
○岸座長 それでは、３回目の会合をこれで終わりたいと思います。どうもみなさ
んありがとうございました。６人の方、どうもみなさんありがとうございました。  


